
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の

治
世
を
め
ぐ
っ
て

i
過
渡
期
の
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
政
権
i
I

イサキオス～投とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

根
津
由
喜
夫

【
要
約
】
　
十
｝
世
紀
の
後
半
に
相
次
い
で
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
と
な
っ
た
イ
サ
キ
オ
ス
｝
世
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
治
世
は
、
対
照
的
な
外
見
を
呈

し
て
い
る
。
前
者
は
典
型
的
な
軍
人
皇
帝
と
し
て
軍
備
強
化
と
厳
し
い
緊
縮
財
政
を
推
進
し
た
の
に
対
し
、
後
者
は
民
政
を
重
視
し
、
支
持
者
に
気
前
よ

く
財
貨
を
分
配
し
た
。
本
稿
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
両
者
の
統
治
ス
タ
イ
ル
の
違
い
が
、
彼
ら
の
追
求
し
た
政
治
的
課
題
の
内
容
に
起
因
し
て
い
た
こ
と

を
立
註
す
る
こ
と
に
あ
る
。
考
察
の
結
果
、
小
ア
ジ
ア
の
有
力
貴
族
出
身
の
イ
サ
キ
オ
ス
｝
世
が
、
自
ら
の
社
会
的
背
景
を
無
視
し
、
国
家
公
権
の
強
化
、

皇
帝
独
裁
権
の
確
立
を
図
っ
た
こ
と
が
彼
の
孤
立
と
最
終
的
な
退
陣
を
招
い
た
こ
と
、
逆
に
貴
族
層
の
利
害
を
尊
重
し
、
王
朝
樹
立
に
精
力
を
集
中
し
た

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
、
貴
族
た
ち
へ
の
統
制
力
を
低
下
さ
せ
、
軍
事
的
危
機
が
深
刻
化
す
る
な
か
で
、
充
分
な
支
配
権
を
行
使
で
き
な
く
な
り
、

そ
れ
が
息
子
へ
の
権
力
継
承
の
阻
害
要
因
に
な
っ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
O
七
五
号
　
【
九
九
七
年
九
薄

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

十
一
世
紀
の
第
三
四
半
期
に
相
次
い
で
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
座
に
就
い
た
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
（
在
位
一
〇
五
七
一
一
〇
五
九
）

と
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
ド
ゥ
ー
カ
ス
（
在
位
｝
〇
五
九
1
一
〇
六
七
）
は
、
そ
の
個
性
に
お
い
て
好
対
照
を
な
し
て
い
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
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①

挙
国
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
、
行
動
は
果
断
、
周
囲
の
批
判
を
も
の
と
も
せ
ず
、
自
己
の
信
念
を
貫
く
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
に
対
し
、
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
、
軍
事
よ
り
も
民
政
を
重
視
し
、
修
辞
学
を
愛
し
、
敬
神
の
念
厚
く
、
敵
を
つ
く
ら
ず
、
む
し
ろ
優
柔
不
断
な
点
が
指
摘
さ

　
　
　
②

れ
て
い
る
。

　
か
つ
て
、
こ
う
し
た
二
人
の
皇
帝
の
性
格
の
違
い
は
、
十
一
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
で
権
力
を
め
ぐ
っ
て
抗
争
を
続
け
た
二
つ
の
貴
族
党
派
の
性

質
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
小
ア
ジ
ア
に
本
拠
を
も
ち
、
軍
事
反
乱
の
末
に
権
力
を
掌
握
し
た
イ
サ
キ
オ
ス
一
世

は
、
属
州
に
拠
る
軍
事
貴
族
層
を
代
表
し
、
一
方
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
背
後
に
は
、
首
都
の
元
老
院
を
根
城
と
す
る
文
官
貴
族
た

ち
が
控
え
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
標
準
的
な
通
史
の
地
位
を
保
つ
G
・
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
『
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
史
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
じ
め
、
五
〇
1
六
〇
年
代
の
著
作
に
こ
う
し
た
見
方
を
と
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
文
武
対
立
史
観
と
も
言
う
べ
き
こ
う
し
た
解
釈
は
、
そ
の
後
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
i
研
究
の
進
展
と
共
に
、
動
揺
を
き
た
す

こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
一
九
七
三
年
、
G
・
ヴ
ァ
イ
ス
は
貴
族
の
存
在
形
態
と
し
て
軍
人
、
文
官
の
区
別
が
あ
っ
た
の
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
う
え
で
、
彼
ら
個
々
人
の
政
治
行
動
は
、
い
ず
れ
の
社
会
集
団
に
属
す
か
で
単
純
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら

に
S
・
A
・
ケ
マ
ー
は
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
両
政
権
の
構
成
員
を
詳
細
に
分
析
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
政
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

移
行
時
に
大
規
模
な
人
員
の
交
替
は
な
く
、
む
し
ろ
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
J
－
C
・
シ
ェ
イ
ネ
は
、

さ
ら
に
こ
う
し
た
考
察
を
一
歩
進
め
、
こ
れ
ら
二
代
の
皇
帝
政
権
を
支
え
た
人
脈
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
直
島
モ
ノ
マ
コ
ス
（
在
位
一
〇

四
ニ
ー
一
〇
五
五
）
の
下
で
重
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
テ
オ
ド
ラ
（
同
一
〇
五
五
一
一
〇
五
六
）
、
ミ
カ
エ
ル
露
営
（
同
一
〇
五
六
1
一
〇
五
七
）
の
下
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

権
力
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
人
々
に
連
な
っ
て
い
る
事
実
を
論
証
し
て
い
る
。
二
人
の
皇
帝
の
政
治
路
線
の
違
い
は
、
も
は
や
旧
来
の
文
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

両
派
の
対
立
史
観
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
別
の
説
明
を
行
な
う
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
う
し
た
皇
帝
政
治
の
外
貌
の
違
い
と
は
別
に
、
両
皇
帝
の
運
命
を
も
う
少
し
注
意
深
く
眺
め
て
み
る
と
、
あ
る
奇
妙
な
共
通
点
が

あ
る
こ
と
に
我
々
は
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
政
変
や
陰
謀
事
件
が
続
発
し
た
十
一
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
で
は
珍
し
い
こ
と
に
、
彼
ら
の
治
世
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中
に
は
ほ
と
ん
ど
目
立
っ
た
反
皇
帝
運
動
が
発
生
せ
ず
、
彼
ら
の
い
ず
れ
も
が
平
穏
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
自
分
の
肉
親
に
権
力
を
ス
ム
ー
ズ
に
委
譲
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
。
存
命
中
の
政
権
の
安
定
と
王
朝
樹
立
の

失
敗
。
こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
彼
ら
の
政
権
を
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
く
際
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
で
あ

る
。　

通
史
、
概
説
の
類
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
人
の
皇
帝
の
治
世
を
通
覧
し
、
比
較
さ
せ
て
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
、
個
別

研
究
も
必
ず
し
も
豊
か
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
に
関
し
て
最
も
詳
細
な
記
述
を
残
し
て
い
る
S
・
ヴ
リ
ョ
ニ
ス
の
学
位
論
文
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

時
代
的
制
約
か
ら
、
文
武
対
立
史
観
の
構
図
か
ら
抜
け
出
し
て
は
い
な
い
。

　
次
に
各
皇
帝
の
治
世
を
論
じ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
「
改
革
」
の
全
容
を
論
じ
た
ル
ー
マ
ニ
ア
の
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

家
E
・
ス
タ
ネ
ス
ク
の
論
文
が
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
年
代
記
の
記
述
に
従
っ
て
寒
暑
の
政
治
を
跡
付
け
て
い
く
彼
の
手
法
は
堅
実
だ

が
、
改
革
の
失
敗
を
プ
セ
ル
ロ
ス
の
年
代
記
の
伝
え
る
ま
ま
に
皇
帝
の
性
急
さ
に
帰
し
、
あ
わ
せ
て
文
官
派
の
抵
抗
を
あ
げ
つ
ら
う
結
論
の
部

分
は
、
今
日
の
研
究
段
階
か
ら
す
れ
ば
い
さ
さ
か
物
足
り
な
い
。

こ
の
皇
帝
の
「
改
革
」
に
つ
い
て
興
味
深
い
所
暴
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
・
最
近
の
M
．
ア
ン
ゴ
ー
ル
ド
の
研
究
で
あ
如
・
彼
に
よ
れ
ば
・

イ
サ
キ
オ
ス
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、
私
腹
を
肥
や
す
た
め
に
国
家
機
構
を
食
い
物
に
し
て
い
た
官
僚
た
ち
の
恣
意
的
行
動
を
抑
え
、
財
政
の

健
全
化
を
図
る
こ
と
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
「
改
革
」
を
遂
行
す
る
内
政
実
務
の
責
任
者
の
座
に
、
典
型
的
な
旧
タ
イ
プ
の
官
僚
、

ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
を
据
え
た
の
が
同
業
の
最
大
の
誤
り
で
あ
り
、
後
者
は
自
分
た
ち
本
来
の
利
害
を
守
る
べ
く
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

退
陣
を
画
策
し
、
よ
り
無
害
に
見
え
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
登
位
の
道
を
開
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ン
ゴ
ー
ル
ド
の
所
説
は
一

見
、
従
来
の
文
武
の
対
立
の
図
式
に
似
た
印
象
を
受
け
る
が
、
彼
が
対
立
軸
を
置
い
て
い
る
の
は
、
軍
人
と
文
窟
の
問
で
は
な
く
、
国
家
と
い

う
公
権
と
そ
れ
を
私
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
官
僚
の
私
権
と
の
間
で
あ
る
こ
と
に
は
充
分
、
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
に
関
し
て
は
、
彼
の
後
継
問
題
を
扱
っ
た
N
・
イ
コ
ノ
ミ
デ
ス
の
論
文
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
皇
帝
が
息
子
の
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帝
位
継
承
を
確
実
に
す
る
た
め
、
皇
忌
数
ウ
ド
キ
ア
に
再
婚
せ
ぬ
こ
と
を
誓
わ
せ
た
文
書
の
原
テ
ク
ス
ト
を
発
掘
、
公
刊
し
た
彼
は
、
こ
の
文

書
に
付
し
た
解
説
の
な
か
で
、
結
局
、
エ
ウ
ド
キ
ア
が
誓
約
を
破
り
、
ロ
マ
ノ
ス
・
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
と
の
結
婚
を
決
意
し
た
の
は
、
彼
女
の
息

子
の
権
利
が
暴
力
的
に
奪
わ
れ
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
有
力
な
軍
人
を
「
合
法
的
に
」
政
権
内
に
迎
え
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、

　
　
　
　
　
⑬

と
論
じ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
周
到
な
手
筈
は
、
む
し
ろ
帝
の
死
後
に
は
彼
の
息
子
ミ
カ
エ
ル
七
世
の
地
位

を
不
安
定
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
ア
ン
ゴ
ー
ル
ド
と
イ
コ
ノ
ミ
デ
ス
の
二
つ
の
論
文
を
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
彼
ら
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
と
い
う
最
高
権
力
者

に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
角
度
か
ら
光
を
当
て
、
二
つ
の
相
貌
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
前
者
が
問
題
に
し
て
い

る
の
は
、
国
家
権
力
の
頂
点
に
立
ち
、
国
家
共
同
体
全
体
の
公
共
的
利
益
の
実
現
に
責
任
を
負
う
皇
帝
の
顔
で
あ
り
、
後
者
が
語
る
の
は
、
自

ら
が
掴
ん
だ
権
力
を
つ
つ
が
な
く
血
を
分
け
た
息
子
へ
と
譲
り
、
王
朝
を
樹
立
し
て
、
一
族
の
栄
華
を
願
う
家
門
の
長
、
私
的
利
益
の
実
現
者

と
し
て
の
皇
帝
の
姿
で
あ
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
は
常
に
こ
の
二
面
性
を
人
格
の
な
か
に
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
、
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
、
二
人
の
治
世
は
と
り
わ
け
こ
の
二
つ
の
相
貌
に
潜
む
矛
盾
が
時
に
激
し
く
噴
出
す
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で

我
々
は
、
皇
帝
の
も
っ
こ
の
二
つ
の
容
貌
を
考
察
の
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
両
帝
の
治
世
に
検
討
を
加
え
、
彼
ら
が
在
位
中
に
は
充
分
に
安

定
し
た
権
力
を
享
受
し
て
い
な
が
ら
、
死
を
前
に
し
て
帝
位
を
近
親
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
真
の
理
由
を
探
り
出
し
て
み
た
い

と
思
う
。
そ
の
際
、
我
々
は
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
、
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ス
十
世
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
を
構
成
し
て
い
た
人
々
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
そ
れ
を
相
互
に
比
較
、
検
証
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
以
前

に
ケ
マ
ー
が
し
た
ご
と
く
、
そ
の
顔
ぶ
れ
を
簡
単
に
見
回
し
て
、
そ
れ
に
た
い
し
た
変
化
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
満
足
す
る
だ
け
で
終
わ
ら

ず
に
、
さ
ら
に
も
っ
と
深
い
検
討
を
加
え
、
両
政
権
の
権
力
構
造
の
具
体
相
を
解
き
明
か
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
皇
帝
親
族
の
政

権
内
で
の
処
遇
、
文
武
高
官
の
人
員
配
置
の
実
態
な
ど
に
つ
い
て
、
両
政
権
の
問
に
い
か
な
る
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
皇
帝
の
権

力
の
真
の
基
盤
が
何
処
に
あ
り
、
い
か
な
る
人
脈
に
よ
っ
て
そ
れ
が
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
な
ど
を
具
体
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
課
題
に
な
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イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
、
両
皇
帝
の
実
際
の
統
治
活
動
を
追
い
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
な
ら
ば
、
我
々
が
最
初
に
掲

げ
た
問
い
、
す
な
わ
ち
二
人
の
皇
帝
の
一
見
、
対
照
的
に
見
え
る
政
局
運
営
が
も
た
ら
し
た
両
人
の
権
力
の
安
定
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
肉
親
へ
の
委
譲
失
敗
の
原
因
に
つ
い
て
、
満
足
の
い
く
答
え
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
の
政
治
過
程
を
通
覧
す
る
視
点
に
立
て
ば
、
こ
れ
ら
二
人
の
皇
帝
の
治
世
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
の
皇
帝
専

制
・
中
央
集
権
体
制
を
極
限
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
常
世
（
在
位
九
七
六
1
一
〇
二
五
）
が
没
し
た
後
、
長
期
の
政
治
的
混
迷
と
内

外
の
戦
乱
の
末
、
一
〇
八
一
年
に
有
力
な
濃
州
門
閥
貴
族
の
連
合
政
権
と
し
て
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
が
発
足
す
る
ま
で
の
激
動
の
時
代
の
ほ
ぼ
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

点
に
位
置
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
武
力
で
前
政
権
を
打
倒
し
、
権
力
を
掌
握
し
た
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
登
場
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
女
系
相
続
人
の
権
威
と
結
ぶ
こ
と
で
帝
権
の
正
統
性
を
確
保
し
て
き
た
そ
れ
以
前
の
歴
代
皇
帝
の
伝
統
の
終
焉
、
新
時
代
の
到
来
を
予
感
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
ひ
と
つ
の
画
期
を
成
し
た
感
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
と
そ
れ
に
続
く
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス

十
世
の
治
世
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
政
治
体
制
の
大
き
な
転
換
・
移
行
期
の
な
か
の
、
さ
ら
に
重
大
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
を
画
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
が
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
集
権
体
制
か
ら
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
貴
族
連
合
体
制
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
ゆ
く
な
か
で
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
両
人
の
治
世
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
た
の
か
、
そ
し
て
彼
ら
の
成
功
と
挫
折
は
全
体
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の

な
か
で
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
筆
者
な
り
の
答
え
を
見
い
だ
す
こ
と
が
、
本
稿
の
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
に

な
る
の
で
あ
る
。

①
彼
の
個
性
に
つ
い
て
は
、
霞
。
ξ
甑
℃
ω
亀
。
ω
’
G
専
§
嚢
ミ
Q
み
亀
．
’
団
．
菊
Φ
－

　
冨
償
拝
5
σ
齢
。
拝
℃
巴
。
・
り
一
8
①
山
8
Q
。
（
一
〇
①
刈
）
確
ρ
圃
拶
℃
マ
一
一
ω
沖
譲
帥
。
訂
鉱

　
≧
邑
㊦
聾
Φ
。
。
．
勢
ミ
試
鼻
①
9
確
轡
じ
6
①
算
Φ
碁
b
ご
g
戸
一
。
。
α
し
。
も
’
①
一
｛
．
を
参
照
。

②
≦
。
訂
鉱
勺
ω
Φ
ぎ
。
。
曽
幹
同
日
唱
し
ω
り
∴
合
一
屋
。
ご
皿
〉
欝
［
Φ
薫
Φ
。
。
■
で
・
♂
津

　
同
。
き
器
ω
N
8
費
拐
”
導
§
ミ
縞
鳴
§
ミ
、
貯
ミ
§
画
一
担
巴
‘
↓
げ
・
b
づ
葺
9
2
・
を
。
ぴ
ω
戸

　
じ
d
8
P
一
〇
。
⑩
刈
も
．
9
①
．
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③
O
．
○
肋
ぎ
α
Q
。
嵩
ξ
”
9
寒
月
浮
尉
騨
夢
§
ミ
咄
謎
簿
§
恥
§
鷺
防
り
ω
■
窪
鉾
窯
雪
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o
真
野
一
Φ
①
ω
り
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．
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刈
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ミ
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甲
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9
ワ
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①
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O
げ
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賞
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冨

　
ゆ
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弓
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お
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O
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押
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ω
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ミ
こ
ミ
魯
執
馨
N
譜
・
勲
》
暮
§
轟
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登
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甲
ζ
蝶
コ
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げ
①
卸
一
⑩
刈
ω
甲
ω
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り
ト
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山
O
α
．

⑤
ω
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．
諮
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§
携
ミ
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》
謎
、
。
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跨
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音
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画
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も
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．

　
∪
．
匪
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β
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く
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乙
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浮
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ω
甲
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℃
■
ω
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旨
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象
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§
こ
8
§
腎
§
蝕
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⑩
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⑦
9
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甲
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σ
q
押
．
、
誤
Φ
0
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げ
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g
し
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げ
騨
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ζ
窮

　
欝
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物
8
江
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霧
．
、
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ミ
§
鋳
q
耳
語
越
q
ぎ
諾
§
”
一
P
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り
り
ω
り
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マ
G
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ω
・
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ω
．
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し
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Q
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ミ
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身
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日
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尋
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ミ
駄
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Q
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日
『
∪
’
子
①
。
。
一
の
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閏
碧
く
Φ
益
d
巳
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曾
ω
匿
ざ
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Φ
O
伊
唱
戸

　
N
①
一
G
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◎
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⑨
拶
ω
絹
屋
ω
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戸
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．
冨
ω
上
道
。
弓
ω
匹
．
♂
舞
。
O
。
ヨ
診
づ
Φ
－
、
り
穿
§
。
。
翁
鋤
窪
憂

　
讐
魁
鳴
旨
§
、
憩
縣
ミ
ミ
舞
介
一
ゆ
①
9
℃
℃
．
ω
？
①
Φ
．

⑩
罫
ぎ
α
q
。
ζ
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誹
①
じ
d
饗
き
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Φ
9
器
8
仲
げ
①
穿
㊦
。
｛
普
①
穿
a
Φ
。
h

　
ζ
き
N
節
Φ
詳
．
．
’
鐘
銭
ミ
執
ミ
恥
9
鳴
凄
錺
簿
ミ
餐
押
一
①
－
一
り
り
押
唱
掌
り
睾
ω
野

⑪
尊
ミ
も
』
。
。
｛
・
両
政
権
に
関
す
る
ア
ン
ゴ
ー
ル
ド
の
所
見
に
つ
い
て
は
、
峯
・

　
§
馬
身
職
ミ
馬
謹
肉
、
弓
馬
溝
嵐
§
、
富
め
ミ
■
　
》
ざ
N
ミ
§
N
§
§
黛
じ
。
昌
ユ
。
亭
累
。
≦

　
鴫
。
長
6
。
。
駆
も
噂
．
蒔
。
。
ふ
①
も
参
照
。

⑫
箔
9
ぎ
言
詮
稔
ω
賑
、
ピ
Φ
切
Φ
§
Φ
韓
α
Φ
｝
、
ぎ
冨
響
岩
Φ
国
琶
。
。
器
（
一
〇
①
刈
y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
d
ロ
9
討
a
Φ
計
一
、
置
ω
8
冒
Φ
量
器
。
ゆ
島
ρ
器
渇
し
u
窪
き
。
①
．
ド
肉
§
ミ
§
鵠
馬
碁

　
曾
ミ
ミ
ミ
出
題
”
一
㊤
①
G
Q
ぼ
や
も
■
一
〇
一
－
蕊
O
Q
．

⑬
導
ミ
も
．
誌
象

⑭
こ
の
時
期
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
政
治
過
程
に
関
す
る
筆
者
自
身
の
展
望
は
、
拙

　
稿
「
ビ
ザ
ン
ツ
貴
族
と
皇
帝
政
権
l
ー
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
安
定
化
へ
の
過
程
一
」
、

　
『
史
林
隔
七
一
巻
三
号
、
一
九
八
八
年
、
一
－
四
〇
頁
を
参
照
。

⑮
そ
う
し
た
十
一
世
紀
前
半
の
皇
帝
政
治
の
具
体
例
と
し
て
は
、
拙
稿
「
ロ
マ
ノ

　
ス
三
世
ア
ル
ギ
ュ
ロ
ス
の
岩
滝
一
十
一
世
紀
前
半
の
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
権
と
政
治

　
白
砂
i
」
、
『
史
林
』
七
四
巻
二
号
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
六
1
＝
漏
九
頁
を
参

　
照
の
こ
と
。

⑯
イ
サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
反
乱
と
即
位
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
井
上

　
浩
一
氏
の
次
の
二
つ
の
論
文
を
参
照
。
井
上
浩
一
「
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
の
成
立
－

　
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
政
治
体
制
一
1
」
『
史
林
」
五
七
巻
二
号
、
一
九
七

　
四
年
、
七
〇
1
｝
〇
一
頁
、
特
に
八
三
－
九
一
頁
。
建
‘
、
．
6
銭
占
Φ
〈
Φ
臣
。
⇔
o
｛

　
刷
ω
き
ζ
o
ω
図
。
ヨ
器
鵠
。
ω
餌
鵠
仙
筈
Φ
℃
δ
〈
冨
9
鋤
一
〉
鼠
ω
8
0
鎚
焦
o
O
隷
。
、
、
り
鐘
慧
ミ
賊
－

　
醤
8
貯
鼠
§
曽
鋒
レ
㊤
Φ
ω
も
℃
．
N
①
c
。
－
鷲
○
。
．
た
だ
し
、
筆
者
の
見
解
は
、
全
て
の
点
で

　
井
上
氏
の
所
説
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
サ
キ
オ
ス
の
反
乱
に
つ
い

　
て
の
筆
者
自
身
の
解
釈
は
、
機
会
を
改
め
て
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
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二
　
政
権
構
成
員
の
比
較
分
析

イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

1

イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
政
権
構
成
員

　
表
1
は
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
治
下
、
政
権
で
主
要
な
地
位
を
占
め
た
人
々
を
、
便
宜
的
に
宮
廷
・
中
央
行
政
と
軍
事
・
属
州
行
政
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
部
門
に
分
け
て
、
知
ら
れ
る
範
囲
で
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
表
に
挙
げ
ら
れ
た
二
一
人
の
う
ち
十
三
人
、
つ
ま
り
お
よ
そ
六
割
が
一
〇
五
七
年
の
反
乱
で
イ
サ
キ
オ
ス
の
権
力
奪
取
を
支
持
し
た
人
々
で

あ
り
、
さ
ら
に
皇
帝
の
親
族
が
（
不
明
瞭
な
⑱
を
除
い
て
も
）
四
人
、
こ
れ
ら
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
合
わ
せ
れ
ば
全
体
の
八
割
が
占
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
彼
の
権
力
が
、
そ
の
反
乱
を
成
功
さ
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
人
々
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
た
の
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
少
し
詳
し
く
表
を
眺
め
て
み
る
と
、
筥
廷
・
中
央
行
政
の
部
門
に
は
、
一
人
の
皇
族
も
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
皇
族
格
の
ク
ロ
パ
ラ

テ
ス
の
爵
位
を
も
つ
二
人
の
人
物
も
総
じ
て
影
は
薄
い
。
③
の
ブ
リ
ュ
エ
ン
ニ
オ
ス
は
、
反
乱
の
一
味
に
は
加
わ
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
反
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

軍
の
挙
兵
以
前
に
皇
帝
陣
営
の
将
軍
に
逮
捕
さ
れ
、
眼
球
を
挟
ら
れ
て
都
に
送
還
さ
れ
て
い
た
。
彼
が
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
に
叙
さ
れ
た
の
は
、
こ

う
し
た
彼
の
労
苦
に
報
い
る
た
め
だ
・
た
の
だ
ろ
う
⑫
盲
目
の
彼
に
は
輿
政
界
で
積
極
的
に
行
動
で
き
た
と
は
毘
ず
・
故
郷
の
ア
ド
リ

ア
ノ
ー
ブ
ル
で
余
生
を
送
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
②
の
カ
部
費
ロ
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
、
一
〇
五
七
年
の
反
乱
の
最
大
の
功
労
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
、
ニ
カ
イ
ア
近
郊
ハ
イ
デ
ス
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

皇
帝
方
と
の
決
戦
に
お
い
て
反
乱
軍
の
左
翼
を
指
揮
し
、
そ
の
勝
利
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
彼
の
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
叙
任
は
、
こ
う
し
た
勲
功
の

証
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
彼
の
消
息
は
判
然
と
し
な
い
。
後
で
語
る
ご
と
く
、
ど
う
や
ら
こ
の
時
期
、
彼
は
皇
帝
と
の
関
係
が
悪

化
し
、
故
郷
コ
ロ
ネ
イ
ア
の
所
領
へ
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
も
ま
た
、
薫
製
に
お
い
て
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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1　イサキオス1世の政権構成員

α）宮廷・中央行政

氏　名 爵位・官職 典鍵

①ミカエル・ケルラリオス☆ 総主教（一1059） P，H，ユ23，

②カタカロン・ケカウメノス☆ クロパラテス S．500．

③ブリュエンニオス☆ クロパラテス B．16．

　　　　　　　　　∂Cコンスタンティノス・レイクデス プロエドロス、プロトヴェスティアリオス→総 A，66

☆ 主教（1060一）

⑤コンスタンティノス・ドゥーカス プロエドロス A．69

☆

⑥ミカエル・プセルロス☆ 元老院議長 P，II．110．

⑦コンスタンティノス☆ マギストロス、サケラリオス MB．277，

⑧ニケフォロス☆ ドロンガリオス（・テース・ヴィグラス？） W，29，

（2）軍事・併録行政

⑨ヨハネス・コムネノス☆☆ クロパラテス、西方軍総司令官 B．79

⑩アーロン（・ヴラディスラヴ）☆ プロエドロス、メソポタミア長官（1059） L．39．

⑪ロマノス・スクレロス☆ プロエドロス、東方のストラトペダルケス Sk，82

⑫テオドロス・ドケイアノス☆ マギストロス、ドゥクス MB．433．

⑬コントステファノス☆ マギストロス、ドゥクス G．761．

⑭ミカエル・ブルツェス☆ マギストロス、アナトリコン長官 CV。33，

⑮ニケフォロス・ボタネイアテス☆ マギストロス、エデッサ長窟 Z．1462－4

⑯バシレイオス・アポカペス マギストロス、パリストリオン長官（1059） L．39，

⑰ヨハネス・ドゥーカス☆ エデッサ長窟（1059） L．39．

⑱アドリアノス（・ダラッセノス？） アンティオキア長官（1059） L．39．

（☆）

⑲パンクラティオス ヴァスプラカン長官（1059） L，39．

⑳ヨハネス・モナスティリオテス ヴェスタルケス、イベリア長官（1059） L．39．

⑳レオン・アリャテス バトリキオス、ケルソン長官（ユ058） C．393．

（☆は皇帝親族、☆は1057年の反乱参加者）

　典拠の略号は以下の通り
A；　Michael　Attaleiates，　ffistoria，　ed．，　1．　Bekker，　Bonn，　1853．

B；　Nicephorus　Bryennius，　fildstoiiatum　libri　euattor，　ed．，　P．　Gautier，　Bruxelles，　1975．

C；　J．一C．　Cheynet，　PouTmir　et　contestations　b　Byxance　（963m　1210），　Paris，　1990．

CV；　J．一C，　Cheynet　et　J．一F．　Vannier，　Ettedes　prosopog7’aphiques，　Paris，　1986，

G；　P．　Gautier，　”Basilikoi　logoi　in6dits　de　Michel　PseHos”，　Siculorum　（lymnasium，　33，　N．　2，

　1980．

L；P．Lemerle，　Cinq　6ttedes　sui幽le．距5f々018　byxantin，　Paris，1977．

MB；　K．　N，　Sathas　ed．，　MEaattovtxij　6tBZtoeijxn，　Paris－Venise，　1876　（1972）．

P，．II．；　Michael　Psellos，　Chronogr’aPhie，　6d，，　E．　Renaulcl，　t，　II，　Paris，　1928　（1967）．

S；　loannes　Scylitzes，　SynoPsis　historiarum，　’ed．，　1．　Thurn，　Berlin－New　York，　1973．

Sk；W．　Seibt，　Die　Skleroi．　Eine　pi’osoψographisch・∫忽ZZogフ・aphische　Stzedie，　Wien，1976．

W；　G．　WeiB，　“Forschungen　zu　den　noch　nicht　edierten　Schriften　des　Michael　Psellos”，　BNzan－

　tina，　4，　1972，

Z；　G．　Zacos－A，　Verglery，　By2antine　Lead　Seals，　1，　Basel，　1972．

8　（646）



イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津：）

　
結
局
、
こ
の
部
門
で
残
っ
た
六
人
は
、
い
ず
れ
も
首
都
の
高
級
文
宮
か
、
そ
れ
に
人
脈
的
に
深
く
結
び
付
い
た
人
々
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

⑤
⑦
⑧
は
、
一
〇
五
七
年
の
反
乱
軍
に
呼
応
し
て
首
都
内
の
蜂
起
を
主
導
し
た
総
主
教
ミ
カ
エ
ル
・
ケ
ル
ラ
リ
オ
ス
と
そ
の
縁
者
た
ち
で
あ
る
。

ま
た
、
④
と
⑥
の
二
人
の
文
人
は
、
同
じ
時
期
に
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
六
世
の
使
節
と
し
て
反
乱
軍
と
の
交
渉
に
あ
た
り
、
実
際
に
は
イ
サ
キ
オ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
権
力
獲
得
に
影
で
尽
力
し
た
経
歴
を
も
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
同
じ
文
官
系
グ
ル
ー
プ
と
は
い
え
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
関
係
は
必
ず
し
も
親
密
と
は
言
え
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
は
い
え
、
コ
ン
ス
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
と
プ
セ
ル
ロ
ス
と
の
問
の
友
情
が
そ
れ
を
補
い
、
し
か
も
①
④
⑤
⑥
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
九
世
モ
ノ
マ
コ
ス
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
下
で
重
用
さ
れ
た
記
憶
を
共
有
し
て
い
た
か
ら
、
モ
ノ
マ
コ
ス
帝
の
下
で
享
受
し
て
い
た
栄
誉
と
富
の
再
来
を
新
政
権
の
下
で
期
待
す
る
度

合
い
は
強
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
ら
の
利
害
は
一
致
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
宮
廷
で
主

導
権
を
握
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
軍
事
・
属
州
行
政
の
部
門
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
皇
帝
の
親
族
四
人
は
、
全
員
が
こ
ち
ら
に
顔
を
揃
え
て
い
る
。
イ
サ
キ
オ
ス
の
反
乱
に
参
加
し
た
小
ア
ジ
ア
の
軍
事
貴
族
が
⑨
を
含
め
五
人
、

彼
ら
こ
そ
が
皇
帝
の
軍
事
機
構
の
中
核
を
占
め
る
人
々
だ
っ
た
。

　
彼
ら
の
な
か
で
は
、
皇
帝
の
弟
ヨ
ハ
ネ
ス
⑨
が
、
ひ
と
り
皇
族
格
の
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
の
爵
位
を
帯
び
、
西
方
軍
総
司
令
富
と
合
わ
せ
て
、
軍

幹
部
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
プ
蓋
然
ド
ロ
ス
爵
位
を
も
ち
、
東
方
軍
を
統
轄
す
る
⑪
と
、
皇
帝
の
義
理
の
兄
弟
甑
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
⑪
の
ロ
マ
ノ
ス
・
ス
ク
レ
ロ
ス
は
反
乱
軍
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ス
の
会
戦
で
は
反
乱
軍
の
右
翼
を
指
揮
し
た
。
彼
に
対

す
る
イ
サ
キ
オ
ス
帝
の
評
価
は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
新
政
権
下
で
も
、
も
と
の
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
爵
位
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
　
ト
　
ン
ロ
ス
コ
ロ
じ
ン
の
テ
　
ス
ロ
ア
ナ
ト
レ
　
ス

た
だ
、
西
方
軍
よ
り
も
格
上
と
見
な
さ
れ
た
東
方
軍
の
指
揮
権
（
た
だ
し
、
東
方
　
軍
　
総
　
司
　
令
官
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ラ
ト
ペ
ダ
ル
ケ
ス
だ
が
）
を
託
さ
れ
る
こ
と
で
一
応
の
面
目
を
保
つ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
た
。
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面
白
い
の
が
⑩
の
ア
ー
ロ
ン
で
あ
る
。
最
後
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
王
イ
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ヴ
の
息
子
で
あ
っ
た
彼
は
、
姉
妹
の
ア
エ
カ
テ

リ
ナ
が
反
乱
軍
の
首
領
イ
サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
妻
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
六
世
へ
の
忠
誠
を
貫
き
、
ハ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

デ
ス
の
会
戦
で
は
皇
帝
軍
の
左
翼
を
指
揮
、
反
乱
軍
の
右
翼
を
激
し
く
攻
め
立
て
て
敵
の
指
揮
官
⑪
を
捕
虜
に
し
た
人
物
だ
っ
た
。

　
皇
帝
に
な
っ
た
イ
サ
キ
オ
ス
は
、
敵
と
し
て
戦
っ
た
義
兄
弟
を
許
し
た
ば
か
り
か
、
マ
ギ
ス
ト
ロ
ス
か
ら
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
に
昇
進
さ
せ
、
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

方
の
重
要
な
軍
事
官
職
を
委
ね
て
い
る
。
皇
帝
は
彼
の
誠
実
な
人
柄
と
軍
人
と
し
て
の
才
能
を
高
く
評
価
し
、
お
そ
ら
く
は
ス
ク
レ
ロ
ス
ら
反

乱
に
参
加
し
た
有
力
な
小
ア
ジ
ア
貴
族
に
対
す
る
一
定
の
押
え
と
な
る
こ
と
も
期
待
し
て
、
彼
を
重
く
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
皇
帝
親
族
と
反
乱
参
加
貴
族
の
均
衡
状
態
は
、
マ
ギ
ス
ト
ロ
ス
爵
位
を
占
め
た
人
物
の
顔
ぶ
れ
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
皇
帝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

甥
二
人
⑫
⑬
と
一
〇
五
七
年
の
反
乱
の
主
要
な
支
持
者
二
人
⑭
⑮
が
並
び
立
っ
て
い
た
。

　
⑫
の
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ド
ケ
イ
ア
ノ
ス
は
、
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
地
方
ド
ケ
イ
ア
の
町
を
本
拠
と
す
る
属
州
貴
族
の
家
系
に
属
し
、
彼
の
母
は
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

イ
サ
キ
オ
ス
の
姉
妹
、
父
ミ
カ
エ
ル
・
ド
ケ
イ
ア
ノ
ス
は
一
〇
四
〇
年
に
イ
タ
リ
ア
長
官
に
就
任
し
、
そ
の
後
、
一
〇
五
〇
年
に
ペ
チ
ェ
ネ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

人
と
の
戦
い
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
物
だ
っ
た
。
テ
オ
ド
ロ
ス
自
身
も
武
人
と
し
て
成
長
し
、
イ
サ
キ
オ
ス
の
登
位
後
、
そ
の
親
征
に
従
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

皇
帝
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
資
料
に
明
証
は
な
い
が
、
既
に
彼
は
反
乱
軍
の
陣
中
で
対
立
皇
帝
イ
サ
キ
オ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

周
囲
を
固
め
る
側
近
集
団
の
な
か
に
い
た
可
能
性
も
高
い
。
彼
は
皇
弟
ヨ
ハ
ネ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
⑨
、
義
兄
弟
ア
ー
ロ
ン
⑩
と
共
に
、
皇
帝
の

片
腕
と
し
て
、
そ
の
軍
事
機
構
を
支
え
る
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
も
⑨
と
並
ん
で
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
の
潜
在
的
な
帝
位
後
継
候
補
た
る
立

　
　
　
　
⑳

場
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
れ
に
対
し
、
も
う
ひ
と
り
の
甥
コ
ン
ト
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
⑬
に
関
し
て
、
我
々
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
情
報
は
乏
し
い
が
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ー
ン
。
テ
ー
ス
。
デ
ュ
セ
零
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
）

二
世
（
在
位
九
六
五
一
【
〇
二
五
）
治
下
に
西
方
軍
総
司
令
官
だ
っ
た
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
・
コ
ン
ト
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
の
後
喬

（
孫
？
）
で
あ
っ
た
の
は
問
違
い
あ
る
ま
い
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
治
下
の
ビ
ザ
ン
ツ
軍
幹
部
層
は
、
皇
帝
の
近
親
縁
者
グ
ル
ー
プ
（
⑨
⑩
⑫
⑬
1
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イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

　
　
　
　
⑳

そ
し
て
⑱
も
？
）
と
、
一
〇
五
七
年
の
反
乱
の
盟
友
た
ち
（
⑪
⑭
⑮
）
を
二
本
の
柱
に
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
前
者
は
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
家
が
パ
フ

ラ
ゴ
ニ
ァ
地
方
カ
ス
タ
モ
ン
、
ド
ケ
イ
ア
ノ
ス
家
が
同
じ
く
ド
ケ
イ
ア
を
本
拠
と
し
、
そ
し
て
⑱
が
も
し
も
一
部
の
研
究
者
の
説
く
ご
と
く
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
㊧

ラ
ッ
セ
ノ
ス
家
に
属
す
と
す
れ
ば
、
東
隣
の
テ
マ
・
ア
ル
メ
ニ
ア
コ
ン
の
出
身
だ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
小
ア
ジ
ア
の
黒
海
沿
岸
地
方
出
身
と
い

う
地
縁
的
な
結
び
付
き
を
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
家
と
こ
の
時
期
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
縁
戚
関
係
は
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
き
ぬ
も
の
の
、
同
じ
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
地
方
を
本
拠
と
す
る
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
の
⑰
も
、
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
他
方
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
家
と
直
接
の
血
縁
関
係
を
も
た
ぬ
⑪
⑭
⑮
は
皆
、
小
ア
ジ
ア
中
央
部
テ
マ
・
ア
ナ
ト
リ
コ
ン
に
本
拠
地
を
有
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
治
下
の
ビ
ザ
ン
ツ
軍
幹
部
は
、
皇
帝
に
近
い
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
・
黒
海
系
グ
ル
ー
プ
と
、
彼
と
血
縁
関
係
の
な
い
ア

ナ
ト
リ
コ
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
い
う
二
つ
の
派
閥
が
勢
力
を
二
分
し
て
お
り
、
両
者
が
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
連
携
し
、
軍
全
体
を
統
率
す
る
態
勢

が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
政
権
構
成
員

　
次
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
政
権
の
主
要
な
構
成
員
の
検
討
に
移
ろ
う
。

　
確
認
で
き
る
範
囲
で
前
政
権
か
ら
引
き
続
き
要
職
を
占
め
て
い
る
の
は
八
人
、
こ
れ
に
前
政
権
の
高
官
だ
っ
た
皇
帝
自
身
を
加
え
れ
ば
、
全

体
の
四
割
弱
ほ
ど
が
政
権
交
替
時
の
変
動
を
免
れ
、
そ
の
地
位
を
守
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ケ
マ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
政
権
の
聞
の

人
的
構
成
の
連
続
性
は
、
比
較
的
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
前
政
権
と
対
比
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
政
権
の
主
要
構
成
員
リ
ス
ト
（
表
H
）
を
見
て
目
に
つ
く
の
は
、
主
だ
っ
た
皇
帝
親
族

が
申
央
の
宮
廷
に
集
申
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
息
子
二
人
を
共
治
帝
、
弟
を
カ
イ
サ
ル
（
副
直
）
と
す
る
な
ど
、
い
さ
さ
か
露
骨

な
王
朝
政
策
を
進
め
て
い
る
。
皇
帝
は
、
こ
う
し
た
画
策
に
対
す
る
風
当
た
り
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
、
彼
の
即
位
後
に
誕
生
し
、
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
フ
ィ
ロ
ゲ
ン
ネ
ト
ス
（
緋
産
室
生
ま
れ
の
皇
子
）
と
し
て
帝
位
に
対
す
る
特
別
な
権
利
を
も
つ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
四
男
コ
ン
ス
タ
ン
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rr　コンスタンティノス10世の政権構成員

（1）宮廷・中央行政

氏　名 爵位・宮職 典拠

①ミカエル・ドゥーカス☆ 共治帝（1060一） P，H，148．

②コンスタンティオス・ドゥーカス 共治帝（ユ060一） P．II．148．

☆

③ヨハネス・ドゥーカス☆☆ カイサル（1059） P．工工，150，

④コンスタンティノス・レイクデス 総主教（一1063） Z．III，680．

☆

⑤ヨハネス・クシフィリノス 総主教（1064一） A．92，

⑥コンスタンティノス☆☆ プロエドロス、ロゴテテース・トゥ・ゲニクー MB，363、

⑦ミカエル・ブセルロス☆ ヒュペルティモス MB．168ff

（2＞軍事・三州行政

⑧ロマノス・スクレロス☆ プ試聴ドロス、西方軍総罰令官（1060？） Sk．84．

⑨ニケフォロス・ボタネイアテス☆ プ旧型ドロス、テッサロニケ長窟（1061） 1．87－104

⑩テオドロス・ダラッセノス☆ プ初漁ドロス、テッサロニケ長官（1062－63） 1，107－10

⑪ニケフォロス・ヴァタツェス マギストロス、西方軍総司令官（1065？） Bl，242f．

⑫エルヴェ・フランゴプロス マギストロス、東方のストラテラーテース O，922，

⑬バシレイオス・アポカペス☆ マギストロス、パリストリオン長官（1064） A．83．

⑭パンクラティオス☆ マギストロス、イベリア長官（1064） A．79－82，

⑮ニケフォロス（ニケフォリツェス） セバストフォロス、アンティオキア長官（1Q67） A．181，

⑯ロマノス・ディオゲネス ヴェスタルケス、サルディカ長官（工067） A．97．

⑰ミカエル・マウリクス ヴェスタルケス、デュラキオン長官（ユ066） Bl．169f．

⑱レオン・アルバンテノス ヴェスタルケス、エデッサ長窟（1067） ME．126，

⑲ダバテノス エデッサ長官（1062） ME．99ff．

⑳テオドロス・ペゴニテス☆ エデッサ長官（1066） ME．108．

⑳アシドロニコス・ブイロカレス ブルガリア長官（1066） K．264．

⑫ベクト アンティオキア長官（！065） ME，108、

（☆は皇帝親族、☆は前政権の構成員）

　典拠の略記号は以下の通り（1との重複分は除く）
Bl；　W．　Seibt，　Die　byzantinische　Bleisiegel　in　Osterreich，　1，　Wien，　1978，

1；　Actes　d’fviron，　II，　ed．，　」．　Lefort，　N．　Oikonomides，　D．　Papachryssanthou　et　al．　Paris，　1990，

1〈；　1’．　1’．　“HaBp“H，　Co6embt　u　paccKa3bt　KemaBAteHa，　MocKBa，　1972．

ME；　Armenia　and　the　Cntsade：　the　Chronicie　of　Matthew　of　Edessa，　tr．　by　A，　E，　Dostourian，

　Lanham－New　York，　1993，
Z．　III，；　loannes　Zonara＄，　Epitomae　historiaium，　III，　ed．，　Th．　Bifttner－Wobst，　Bonn，　1897．

リ
ノ
ス
⑤
が
就
い
て
い
る
。

て
の
学
友
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ク
シ
フ
ィ

の
後
任
に
は
プ
セ
ル
ロ
ス
の
か
つ

レ
イ
ク
デ
ス

ル
ー
プ
も
健

が在
死
去
す
る
と
、
そ

だ
っ
た
。
総
主
教

の
間
柄
に
あ
る
官
僚
・
文
人
グ

プ
セ
ル
ロ
ス
⑦
ら
皇
帝
と
は
旧
知

テ
ィ
ノ
ス
⑥
や
、
レ
イ
ク
デ
ス
④
、

ウ
ド
キ
ア
の
従
兄
弟
コ
ン
ス
タ
ン

こ
の
他
、
筥
廷
に
は
、
皇
妃
工

た
人
物
で
あ

て
、
同
王
朝

る⑳の
e 命

運
を
委
ね
ら
れ

ウ
ー
カ
ス
家
の
実
質
的
な
長
と
し

息
子
た
ち
の
後
見
人
と
な
り
、

ド

ス
③
は
、
死
を
前
に
し
た
兄
か
ら
、

イ
サ
ル
に
叙
さ
れ
た
皇
弟
ヨ
ハ
ネ

加
え
た
、
と
言
わ
れ
て
い

続
い
て
長
男
ミ
カ
エ
ル
を

る動そ

。れ
カ　に

テ
ィ
オ
ス
を
ま
ず
共
畦
引
に
就
．
け
、
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イサキオスー一世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

　
要
す
る
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
時
代
の
宮
廷
は
、
前
政
権
か
ら
引
き
続
い
て
主
要
な
地
位
を
占
め
る
高
級
文
官
グ
ル
ー
プ
の
上
に
、

ド
ゥ
ー
カ
ス
一
族
が
の
っ
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
構
図
が
描
け
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
軍
事
・
属
州
行
政
部
門
を
一
瞥
す
る
と
、
こ
こ
で
は
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
直
系
の
親
族
は
一
人
も
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
同
家
と
婚
姻
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

通
じ
て
結
ば
れ
た
家
門
の
成
員
二
人
⑩
⑳
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ペ
ゴ
ニ
テ
ス
家
は
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
と
同
じ
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
地
方
出
身

　
　
　
　
　
　
⑳

の
軍
事
貴
族
家
門
、
ダ
ラ
ッ
セ
ノ
ス
家
は
前
述
の
よ
う
に
テ
マ
・
ア
ル
メ
ニ
ア
コ
ン
の
出
身
だ
か
ら
、
こ
こ
で
も
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
・
黒
海
沿
岸

の
地
縁
的
結
合
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

⑩
以
外
の
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
爵
位
保
持
者
に
は
、
前
政
権
の
下
で
の
東
方
か
ら
西
方
軍
の
ト
ッ
プ
に
転
じ
た
⑧
、
新
た
に
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
に
昇

進
し
た
⑨
の
二
人
の
ア
ナ
ト
リ
コ
ン
出
身
の
門
閥
貴
族
が
い
た
。

　
軍
内
で
最
高
位
を
占
め
る
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
の
爵
位
を
も
っ
た
三
人
の
小
ア
ジ
ア
貴
族
が
い
ず
れ
も
バ
ル
カ
ン
の
軍
司
斎
宮
職
に
就
い
て
い
る

の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が
共
に
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ
長
官
と
し
て
ア
ト
ス
山
修
道
院
文
書
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
黙
せ
ら

れ
る
ご
と
く
、
史
料
上
の
偏
在
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
期
の
ペ
チ
ェ
ネ
グ
人
や
ウ
ゼ
人
の
バ
ル
カ
ン
侵
攻

な
ど
に
伴
う
西
方
領
土
防
衛
戦
の
緊
追
化
を
も
物
語
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
東
方
・
小
ア
ジ
ア
一
帯
に
配
置
さ
れ
た
軍
高
官
た
ち
の
顔
ぶ
れ
を
瞥
見
し
て
気
づ
く
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
傭
兵
隊
長
の
⑫
、

宙
官
で
皇
帝
従
者
の
⑮
、
皇
帝
一
族
の
⑳
な
ど
中
央
の
皇
帝
宮
廷
と
比
較
的
近
し
い
人
々
と
、
⑭
⑱
⑲
⑳
な
ど
、
東
方
辺
境
地
帯
に
隠
然
た
る

勢
力
を
も
つ
ア
ル
メ
ニ
ア
系
現
地
家
門
の
成
員
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
皇
帝
は
後
者
の
グ
ル
ー
プ
が
現
地
で
も
つ
社

会
的
影
響
力
を
、
支
配
の
安
定
の
た
め
に
最
大
限
に
利
用
し
つ
つ
、
彼
ら
の
力
が
現
地
で
過
度
に
自
立
心
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
自
分
の
身
近
な
前

者
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
つ
の
政
権
の
構
成
員
を
比
較
し
て
、
一
見
し
て
す
ぐ
わ
か
る
相
違
点
は
、
政
権
内
で
皇
帝
一
族
が
ど
の
場
所
に
位
置
を
占
め
た
か
、
と
い
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う
点
で
あ
る
。
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
親
族
が
皆
、
軍
隊
幹
部
と
し
て
居
並
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
そ
れ
は
、
宮

廷
で
皇
帝
の
周
囲
を
囲
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
姿
は
、
こ
れ
ま
で
に
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
典
型
的
な
武
人
と
し
て
の
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
と
、

民
政
重
視
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
と
い
う
両
帝
の
統
治
ス
タ
イ
ル
の
違
い
を
、
改
め
て
強
く
印
象
付
け
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
両
政
権
の
間
で
さ
ら
に
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
た
の
が
、
帝
位
継
承
を
め
ぐ
る
取
り
組
み
方
だ
っ
た
。

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
、
息
子
へ
の
権
力
委
譲
を
目
指
し
、
時
に
姑
息
と
も
見
え
る
よ
う
な
画
策
を
し
て
い
る
の
を
既
に
我
々
は
目

に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
イ
サ
キ
オ
ス
…
世
は
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
な
ど
一
顧
だ
に
せ
ず
、
む
し
ろ
親
族
と
自
分
と
の
間
に
一
線
を
画
し
、
は

っ
き
り
と
両
者
を
区
別
し
よ
う
と
す
ら
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
皇
弟
ヨ
ハ
ネ
ス
が
、
一
般
の
臣
下
と
同
様
に
、
皇
宮
に
入
る
際
に
は
下
馬

し
、
皇
帝
と
の
接
見
で
も
他
の
廷
臣
と
同
じ
流
儀
を
守
る
よ
う
皇
帝
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
、
プ
セ
ル
ロ
ス
は
驚
き
ま
じ
り
に
伝
え
て
い
る
の

　
　
⑳

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
イ
サ
キ
オ
ス
と
ア
エ
カ
テ
リ
ナ
の
問
に
生
ま
れ
た
一
男
　
女
の
う
ち
、
息
子
マ
ヌ
エ
ル
は
父
が
皇
帝
に
な
る
前
に
天
溢
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、

皇
帝
は
残
さ
れ
た
娘
マ
リ
ア
を
有
望
な
若
者
と
結
婚
さ
せ
、
こ
の
女
婿
を
自
分
の
後
継
者
に
据
え
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
あ
え
て
そ
れ
も
し
て
い
な
い
。

　
イ
サ
キ
オ
ス
帝
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
意
図
的
に
親
族
と
距
離
を
と
り
、
」
家
門
の
私
的
利
害
を
超
越
し
た
普
遍
的
支
配
者
と
し
て
の
自
己

の
姿
を
演
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
二
人
の
皇
帝
の
自
ら
の
家
門
を
め
ぐ
る
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
、
彼
ら
の

政
権
運
営
の
概
要
を
検
討
し
て
い
く
次
章
以
下
で
も
、
再
び
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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①
表
の
順
位
は
、
原
則
と
し
て
、
二
つ
の
都
門
ご
と
に
爵
位
の
序
列
順
と
し
、
岡

　
一
爵
位
の
場
合
に
は
皇
帝
と
血
縁
の
近
い
者
を
上
位
に
し
た
。

②
H
8
岩
①
ω
ω
。
防
守
。
・
“
魯
愚
肋
騎
ミ
防
§
昏
ミ
ミ
①
畠
‘
H
．
誤
信
同
p
ヒ
ご
鼠
学
乞
睾

　
鴫
9
ぎ
6
刈
ω
も
℃
．
蒔
G
。
刈
ム
○
。
Φ
．

③
彼
が
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
に
叙
さ
れ
た
こ
と
は
、
実
は
彼
の
妻
が
ク
ロ
パ
ラ
テ
ィ
ッ

　
サ
の
称
号
を
帯
び
て
い
る
事
実
（
蜜
。
①
9
0
毎
。
り
し
d
蔓
Φ
旨
貯
。
。
層
勢
S
篭
葛
ミ
§
、
蓼
識

　
喝
§
§
コ
蝕
；
℃
・
○
Φ
三
♂
「
”
ゆ
暴
×
①
崔
Φ
。
。
弧
Φ
δ
も
・
胎
昏
。
0
）
か
ら
、
間
接
的
に
知

　
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ブ
リ
ュ
エ
ン
ニ
ォ
ス
の
編



イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

　
者
P
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
所
説
（
導
ミ
℃
」
①
■
）
に
従
い
、
こ
の
叙
任
を
イ
サ
キ
オ

　
ス
一
世
治
下
と
推
定
し
て
お
く
。

④
♂
磐
器
ω
ω
。
葛
g
ω
も
』
⑩
α
．

⑤
後
述
す
る
ご
と
く
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
は
、
総
主
教
の
姪

　
の
夫
、
そ
し
て
⑦
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
と
⑧
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
は
総
主
教
の
甥
で

　
あ
る
。
H
o
鋤
峯
霧
ω
o
く
藁
器
ω
も
’
心
り
。
。
．

⑥
蓼
ミ
も
．
お
①
煙
護
9
琶
℃
ω
①
ぎ
。
・
ト
H
H
も
や
り
〒
＝
O
■

⑦
と
り
わ
け
総
主
教
ケ
ル
ラ
リ
オ
ス
と
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
が
不
仲
だ
っ
た
。

　
o
瞥
ζ
8
7
鋤
鉱
℃
。
。
㊦
＝
o
ρ
け
．
目
曽
や
刈
①
沖
い
ζ
．
瞭
蕊
ω
①
ざ
G
》
獄
ま
瀞
向
卜
§
、
ミ
℃
嚥

　
§
、
註
陸
鑓
ミ
馬
ミ
肉
慧
㌣
魯
o
o
軌
箏
N
嵐
叙
’
ピ
。
⇒
畠
。
戸
一
Φ
ω
メ
O
サ
c
Q
ω
一
。
◎
①
’

⑧
罫
。
ご
甑
℃
ω
①
ま
。
・
ト
同
押
℃
」
禽
h
’

⑨
ミ
カ
エ
ル
・
ケ
ル
ラ
リ
オ
ス
は
、
同
意
の
下
で
総
主
教
に
任
じ
ら
れ
て
お
り

　
（
♂
き
p
o
ω
ω
o
覧
冨
Φ
ω
も
．
鼻
卜
⊃
Φ
）
、
レ
イ
ク
デ
ス
は
パ
ラ
デ
ュ
ナ
ス
テ
ウ
オ
ン
と

　
し
て
実
質
的
な
宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
（
ミ
ミ
も
賢
愈
ρ
愈
Φ
）
。
コ
ン
ス
タ
ン

　
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
…
カ
ス
と
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
も
同
帝
治
下
、
初
め
て
宮

　
廷
で
枢
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
（
ζ
8
7
器
一
℃
。
・
①
臣
。
。
・
り
ρ
押
で
燈
．
一
ω
o
。
－
竃
ρ
け
．

　
戸
ワ
犀
以
）
。

⑩
ア
ー
ロ
ン
⑩
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
皇
帝
イ
サ
キ
ォ
ス
の
妻
ア
エ
カ
テ
リ
ナ

　
の
兄
弟
で
あ
る
。
同
。
呂
p
窃
ω
o
《
露
器
ω
も
「
心
⑩
ω
■

⑪
ミ
ミ
も
．
お
9

⑫
≦
「
ω
臨
9
b
隷
象
紺
§
肉
ミ
窪
き
妬
§
ミ
ミ
§
臨
気
嚢
ミ
慧
偽
砺
腎
§
魯

　
≦
冨
P
一
⑩
刈
9
G
o
．
c
Q
ω
’

⑬
H
。
餌
舅
Φ
ω
ω
。
鴇
幕
ω
も
ワ
膳
り
し
。
謬
り
㎝
．

⑭
彼
が
一
〇
五
七
年
の
反
乱
当
時
、
マ
ギ
ス
ト
ロ
ス
だ
っ
た
こ
と
は
♂
雪
⇒
霧

　
ω
o
覧
坤
言
霧
層
ワ
膳
㊤
Q
。
。
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
へ
の
昇
進
は
、
℃
．
び
Φ
ヨ
Φ
ユ
P
Q
§
心

　
働
§
コ
§
紺
§
鴇
零
驚
ぼ
慧
ミ
賞
℃
費
一
。
。
’
巳
圃
メ
O
．
ω
Φ
．
か
ら
確
認
さ
れ
る
。

　
印
章
資
料
に
よ
れ
ば
、
彼
は
さ
ら
に
プ
ロ
ト
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
に
栄
達
し
て
お
り

　
（
O
．
N
四
〇
〇
ω
－
㎏
．
乏
．
客
。
ω
び
葺
．
陸
建
ミ
馬
五
尺
§
翫
貯
費
ほ
“
じ
d
Φ
ヨ
ρ
一
り
。
◎
ρ
⇒
ρ

　
ω
㎝
介
や
b
。
O
。
。
）
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
一
族
が
権
力
か
ら
遠
ざ
か
る

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
治
下
よ
り
も
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
治
世
末
期
の
こ

　
と
と
推
定
す
る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
。

⑮
♂
g
。
8
窃
ω
。
旨
幕
ω
も
7
蒔
。
。
ω
添
。
。
。
。
曽
お
鋒

⑯
五
人
め
の
マ
ギ
ス
ト
ロ
ス
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
・
ア
ポ
カ
ペ
ス
⑯
は
、
ア
ル
メ
ニ

　
ア
ー
グ
ル
ジ
ア
系
家
門
の
出
身
で
あ
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
九
世
モ
ノ
マ
コ

　
ス
の
治
下
に
マ
ン
ツ
ィ
ケ
ル
ト
の
指
揮
官
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
ヴ
ァ
ス
プ
ラ
カ
ン

　
の
長
官
を
務
め
て
い
た
。
o
｛
」
o
雨
量
①
ω
ω
畠
節
器
ρ
噂
噂
．
心
①
甲
蒔
①
介
闘
．
，
O
．

　
O
ず
㊦
団
口
㊦
評
ぎ
程
竃
疑
，
ミ
ら
§
鷺
恥
ミ
職
◎
謹
白
O
．
ω
リ
メ
”
．
り
ω
唄
》
．
G
o
餌
＜
＜
崔
霧
曽
．
、
O
口
笹
①

　
〉
円
ヨ
魯
置
亭
Ω
8
お
猷
㌣
し
σ
鴇
R
器
凱
器
閃
Q
ヨ
臨
畷
。
｛
〉
唱
o
o
碧
Φ
も
。
（
〉
げ
鐸
障
帥
げ
）
曽

　
警
Φ
一
一
ひ
O
Φ
昌
2
蔓
．
、
一
」
ミ
N
e
R
典
9
一
⑩
⑩
一
サ
℃
℃
9
⑩
①
山
O
餅

⑰
H
。
毬
器
ω
ω
2
ぎ
器
。
。
も
．
ら
悼
9
く
．
〈
8
男
鉱
訂
コ
論
叢
①
戸
＄
§
麸
§
ぎ
ミ
謡

　
舘
富
、
ミ
旧
冬
ミ
§
鋳
ら
書
置
、
携
q
》
曇
§
恥
§
ミ
諏
§
§
§
ゆ
ミ
賜
執
越
N
㎏
．
§
－

　
》
斗
ミ
導
芦
≦
δ
。
。
『
簿
傷
①
P
一
Φ
①
メ
ψ
c
Q
り
．

⑱
同
。
価
言
Φ
ω
ω
。
壕
§
ω
も
．
心
刈
9
護
。
ぎ
鉱
≧
邑
Φ
或
‘
・
。
・
ー
ワ
ω
餅

⑲
図
．
客
ω
象
ご
ω
Φ
飢
．
・
ミ
。
・
§
§
謹
書
埋
樋
δ
㊤
澄
タ
e
く
》
℃
四
『
冨
く
①
巳
ω
p

　
同
Q
◎
刈
①
（
6
『
b
o
ン
㍗
蒔
Q
Q
ω
「

⑳
護
。
冨
甑
℃
ω
巴
。
ω
ト
H
押
喝
．
8
｛
．

⑳
猟
ω
。
菩
§
。
・
O
。
黒
八
遷
象
¢
9
・
層
．
亀
網
ミ
薄
。
・
§
尋
ω
港
ミ
。
重
三
貯
9
Φ
仙
‘
国
．

　
目
．
↓
ω
o
貯
犀
Φ
。
。
甲
↓
ゲ
①
。
っ
ω
巴
。
鼠
ρ
β
ρ
一
り
①
Q
o
”
唱
．
一
〇
Q
Q
唄
堺
ゆ
m
「
8
ω
り
．
幾
携
く
甲

　
箋
。
惹
R
d
ら
く
映
曾
ぐ
唱
噌
ら
メ
↓
7
Φ
器
鋤
一
〇
巳
ρ
償
Φ
り
一
〇
c
o
弁
θ
．
押
℃
娼
’
α
0
1
①
一
．

⑫
　
P
・
ゴ
…
テ
ィ
エ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
未
公
刊
の
写
本
か
ら
、
彼
の

　
存
在
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。
O
｛
■
℃
「
〇
四
暮
置
同
一
．
．
し
ご
霧
一
一
障
O
＝
O
σ
q
O
＝
蕃
畠
潔
ω
儒
Φ

　
ζ
ざ
げ
鉱
℃
。
α
⑦
躍
。
ω
．
、
’
曽
ミ
ご
ミ
ミ
9
§
博
ミ
鴇
黛
塁
ω
ρ
客
b
っ
曽
一
り
Q
Q
ρ
螂
．
刈
①
戸
p
窃
刈
．
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し
か
し
彼
は
前
述
の
ド
ケ
イ
ア
ノ
ス
と
は
異
な
り
、
イ
サ
キ
オ
ス
の
後
継
候
補
に

　
名
が
あ
が
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
行
動
は
一
切
、
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

⑱
｛
g
暮
①
ω
ω
畠
聾
N
霧
り
で
．
Q
。
も
。
ド

⑳
⑱
の
人
物
を
ダ
ラ
ッ
セ
ノ
ス
家
の
成
員
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
研
究
者
は

　
少
な
く
な
い
。
。
h
．
｝
㍉
O
O
泣
面
㊦
ρ
．
．
↓
δ
δ
融
ヨ
艶
Φ
ω
曾
晋
筈
ゆ
鳥
”
〉
⇒
－

　
口
o
o
7
Φ
．
．
曽
仙
鋤
霧
｝
．
－
O
．
0
ぴ
㊥
《
轟
無
－
旨
－
閃
．
＜
帥
ロ
巳
㊦
r
肉
』
醤
㌧
、
亀
目
ミ
§
ミ
心
緊
舞

　
℃
g
。
臥
。
。
▼
一
⑩
c
◎
ρ
や
c
Q
メ
寒
冒
。
償
P
、
．
↓
7
Φ
幻
Φ
＜
o
ヨ
。
譜
o
h
H
舞
餌
紅
。
ω
囚
。
ヨ
づ
9

　
ぎ
ω
．
、
も
．
培
9
そ
の
場
合
に
は
、
彼
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
⑨
の
妻
ア

　
ン
ナ
・
ダ
ラ
ッ
セ
ナ
（
o
｛
晶
、
9
0
竃
署
Φ
鷺
．
8
δ
置
鍵
導
已
。
ω
．
．
も
ワ
⑩
守
㊤
O
）

　
の
縁
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑮
　
♂
き
器
ω
ω
o
凱
諦
N
㊦
ω
魑
℃
．
G
Q
刈
ω
．

⑳
峯
畠
。
＝
Φ
ω
讐
⑦
p
O
ぎ
碁
§
甲
ゆ
訂
し
．
－
ゆ
6
訂
げ
。
二
■
回
囲
円
㌔
鼠
ω
弘
㊤
8
甲

　
ワ
一
①
9
U
・
同
「
℃
o
冨
ヨ
勝
”
§
亀
b
o
黛
ぎ
鮎
　
》
9
ミ
識
ぴ
ミ
ご
醤
な
ゆ
、
N
匙
ミ
§
偽
ぎ
－

　
防
蓑
ず
叩
い
。
コ
画
o
P
一
⑩
①
Q
Q
り
や
c
o
．

⑳
同
。
き
器
。
。
ω
。
鴇
幕
ω
も
眞
。
。
c
。
．

鐙
。
｛
．
竃
．
該
o
O
o
「
a
ぎ
．
．
℃
o
壱
ξ
δ
α
q
①
自
。
け
。
ω
、
．
▼
ぎ
〉
・
や
〆
器
げ
傷
智
巴
こ
§
馬

　
（
）
暮
、
戴
∪
聴
職
§
葛
謎
駄
陸
憩
ミ
制
』
ミ
罫
賭
r
う
≦
鴫
。
同
写
O
×
｛
o
a
甲
一
Φ
り
押
℃
’
一
刈
O
け

⑳
）
H
o
磐
鵠
Φ
ω
N
o
p
舞
器
’
目
押
や
．
①
c
Q
H
9

⑳
罫
畠
器
一
勺
ω
亀
。
ρ
陣
」
H
も
’
♂
O
｛
一
丁
．
9
ざ
ぎ
ヨ
こ
貫
．
．
囲
Φ
器
舅
窪
乙
㊦

　
一
．
一
ヨ
℃
卿
浮
戸
o
c
塾
国
信
匹
o
o
同
Φ
．
．
甲
二
戸
一
〇
N
一
〇
蒔
山
O
c
o
り
＝
G
Q
凹
一
顧
」
賦
．

⑳
　
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ダ
ラ
ッ
セ
ノ
ス
⑩
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
帝
の
最
初
の
妻

　
の
同
族
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
！
カ
ス
の
初
婚
の
相
手
は
コ
ン

　
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ダ
ラ
ッ
セ
ノ
ス
の
娘
で
あ
り
（
H
o
鶏
器
ω
ω
o
覧
欝
Φ
ω
も
．

　
G
。
Φ
仰
｝
㌦
0
9
0
げ
Φ
岩
魯
．
、
8
δ
尻
猷
ヨ
三
窃
、
－
も
．
Q
。
◎
）
、
彼
女
と
の
死
別
後
、
彼
は

　
総
・
予
測
の
下
切
ウ
ド
キ
ア
と
再
婚
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
テ
オ
ド
ロ
ス
⑩
と

　
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
最
初
の
妻
が
正
確
に
は
い
か
な
る
続
柄
に
あ
っ
た
か
は
不
明
。
一

　
方
、
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ペ
ゴ
ニ
テ
ス
⑳
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
弟
、
カ

　
イ
サ
ル
、
ヨ
ハ
ネ
ス
の
妻
の
一
族
で
あ
る
。
鼠
8
訂
匹
℃
ω
Φ
＝
o
ρ
勲
忌
ミ

　
§
討
。
ミ
噌
Φ
山
」
じ
噂
・
図
書
陣
N
。
男
U
お
×
Φ
劃
ρ
押
温
田
9
昌
P
一
⑩
ω
α
略
唱
℃
．
一
窃
0
山
G
◎
ρ
》
・

　
ω
置
㊦
§
“
b
紺
電
慧
ミ
帖
誌
き
§
O
ミ
財
鳶
登
p
　
㍗
8
ミ
§
ぎ
一
b
ミ
紬
ミ
醤
堕

　
q
貯
、
，
贈
§
§
、
邸
N
へ
め
導
賊
§
ミ
§
袋
ミ
§
謡
。
§
嵩
亀
謎
譜
ミ
3
§
ミ
尋
N
縁
專
§

　
§
詠
、
ミ
袋
亀
ミ
≦
δ
P
一
㊤
Φ
♪
ω
．
一
ω
c
◎
一
一
潟
P

⑫
　
し
か
も
、
シ
ェ
イ
ネ
に
よ
れ
ば
、
同
家
の
成
員
の
軍
人
と
し
て
の
経
歴
は
、
ド

　
ゥ
ー
カ
ス
家
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
た
と
い
う
。
o
｛
・
｝
．
6
．
O
冨
巻
①
ρ
ぎ
蜜
暑
騨

　
ミ
8
嶺
時
旨
ミ
馬
ミ
章
で
．
b
⊃
b
⊃
り
．

⑳
〕
竃
8
ぴ
餌
巴
℃
ω
Φ
＝
o
ω
甲
賞
一
押
b
・
お
。
◎
．

⑭
ω
。
旨
幕
ω
0
8
ぎ
き
霧
も
レ
O
c
。
一
〆
浮
嵩
。
μ
．
幾
冠
。
・
蕩
曵
ミ
貯
§
く
穴
睾
一

　
マ
“
㌣
＆
メ
ρ
押
℃
9
0
c
Q
．

⑳
　
父
帝
の
在
任
中
、
彼
女
は
独
身
を
保
ち
、
父
の
退
位
後
、
母
親
の
ア
エ
カ
テ
リ

　
ナ
と
共
に
ミ
ュ
レ
ラ
イ
オ
ン
修
道
院
に
入
っ
て
い
る
。
ω
o
同
行
Φ
ω
O
o
早

　
什
ぎ
償
簿
宮
。
α
甲
サ
一
〇
〇
Q
酒
図
．
ゆ
騨
同
N
o
。
自
巳
．
鳶
携
蕊
9
N
o
惹
R
嫡
ら
く
賊
£
ミ
ミ
・
ら
～
櫛
．
押
℃
．

　
α
Q
Q
h
．
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三
　
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
ー
急
進
的
復
古
主
義
者
i

1
　
改
革
事
業
と
復
古
主
義

イサキオスー一世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）

　
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
は
帝
位
に
昇
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
一
連
の
改
革
事
業
に
着
手
し
た
。
彼
の
改
革
の
目
標
は
、
強
大
な
軍
事
力
の
整
備
と
、
そ

れ
に
必
要
な
国
家
財
政
の
立
て
直
し
で
あ
っ
た
。
彼
が
財
政
再
建
の
た
め
に
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
史
家
ミ
カ
エ
ル
・
ア
ッ

タ
レ
イ
ア
テ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
国
家
に
債
務
を
負
っ
た
人
々
に
対
し
て
、
彼
（
1
ー
イ
サ
キ
オ
ス
）
は
苛
酷
な
徴
税
吏
と
し
て
の
任
務
を
果
し
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、
ま
っ
さ
き
に
宙
位

　
　
の
授
与
を
削
り
、
あ
た
か
も
飽
く
こ
と
の
な
い
狩
人
の
ご
と
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
金
を
掻
き
集
め
た
。
そ
う
し
た
こ
と
に
次
い
で
、
倹
約
と
、
国
家

　
　
に
土
地
を
補
充
さ
せ
る
こ
と
が
彼
の
関
心
の
的
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
多
く
の
私
人
か
ら
多
大
な
資
産
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
所
有
権
を
裏
付
け
る
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
金
印
璽
文
書
す
ら
無
視
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
も
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
が
前
任
者
の
ミ
カ
エ
ル
六
世
が
行
な
っ
た
贈
与
を
撤
回
し
て
い
る
の
を
確
認
し
て
い
る
。

　
同
時
代
史
料
の
記
述
に
基
づ
き
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
財
政
再
建
策
の
具
体
的
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①

先
帝
の
行
な
っ
た
贈
与
の
取
り
消
し
、
回
収
。
そ
の
際
に
所
有
者
の
権
利
を
保
証
す
る
黄
金
印
璽
文
書
が
あ
っ
て
も
、
何
ら
意
に
介
さ
れ
な
か

　
③つ

た
。
こ
う
し
た
方
策
に
よ
っ
て
、
以
前
の
皇
帝
が
手
放
し
た
国
有
財
産
を
取
り
戻
し
、
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
の
と
同
時

に
、
先
帝
を
支
持
し
、
そ
こ
か
ら
恩
恵
を
得
て
い
た
人
々
の
資
産
を
没
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
反
対
運
動
の
芽
を
摘
む
こ
と
が
目
論
ま

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
②
こ
れ
ま
で
の
税
の
滞
納
分
の
厳
重
な
取
り
立
て
。
③
歳
畠
の
削
減
、
と
り
わ
け
官
位
授
与
の
押
下
。
こ
れ
ら
の
施

策
の
う
ち
、
と
り
わ
け
①
と
③
は
、
ミ
カ
エ
ル
早
世
の
下
で
比
較
的
優
遇
さ
れ
、
し
か
も
国
家
か
ら
支
給
さ
れ
る
賜
金
や
恩
典
に
依
存
す
る
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

合
い
の
大
き
か
っ
た
元
老
院
議
員
・
高
級
文
官
層
を
直
撃
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
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さ
ら
に
皇
帝
は
、
四
番
め
の
プ
ラ
ン
と
し
て
、
歴
代
の
皇
帝
に
手
厚
く
保
護
さ
れ
、
多
く
の
土
地
と
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
修
道
院
の
財

産
没
収
に
乗
り
出
し
た
。

　
　
　
「
し
か
る
に
彼
（
ー
ー
イ
サ
キ
オ
ス
）
は
、
膨
大
で
豊
か
な
資
産
を
も
ち
、
国
庫
に
何
の
負
担
も
し
て
い
な
い
修
道
院
の
財
産
に
手
を
か
け
た
。
そ
し
て
彼

　
　
は
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
奪
い
取
り
、
修
道
院
と
修
道
士
た
ち
に
は
充
分
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
口
実
に
、
そ
の
他
の
部
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
国
庫
に
没
収
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
こ
う
し
た
皇
帝
の
処
置
を
、
ア
ッ
タ
レ
イ
ア
テ
ス
は
「
修
道
士
を
彼
ら
の
生
活
に
つ
い
て
の
分
不
相
応
な
心
配
か
ら
解
放
し
、
清
貧
を
学
ぶ

者
に
金
儲
け
か
ら
手
を
引
か
せ
た
」
と
評
し
、
修
道
院
の
土
地
集
積
活
動
の
圧
力
か
ら
近
隣
の
農
民
た
ち
を
救
っ
た
、
と
語
っ
て
、
概
ね
好
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
財
政
再
建
の
た
め
の
改
革
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
十
世
紀
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
の
土
地
立
法
の
復
興
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

企
図
し
た
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
特
に
彼
の
修
道
院
に
対
す
る
政
策
は
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
ニ
世
フ
ォ
ー
カ
ス
帝
（
在
位
九
六
一
二
i
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

九
）
の
反
修
道
院
立
法
の
復
活
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
ニ
世
と
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
出
身
地
こ
そ
違
え
、

小
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
門
閥
貴
族
の
出
自
で
あ
り
、
勇
名
を
馳
せ
た
将
軍
と
し
て
軍
隊
に
擁
立
さ
れ
、
首
都
に
進
撃
し
て
、
実
力
で
権
力
を
掴

み
取
っ
た
点
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
た
。
実
際
、
イ
サ
キ
オ
ス
は
、
九
⊥
ハ
三
年
に
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
が
政
権
を
得
て
以
来
、
お

よ
そ
一
世
紀
ぶ
り
に
初
め
て
軍
事
反
乱
を
成
功
さ
せ
、
帝
位
に
昇
っ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
両
者
は
、
ひ
と
つ
の
、
決
定
的
な
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
。
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
ニ
世
治
下
に
は
、
皇
帝
の
弟
レ
オ
ン
が
穀
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

買
い
占
め
、
価
格
を
騰
貴
さ
せ
て
私
腹
を
肥
や
そ
う
と
し
た
、
と
非
難
さ
れ
た
事
件
が
起
き
る
な
ど
、
政
権
内
に
高
い
地
位
を
占
め
る
皇
帝
親

族
が
私
利
私
欲
の
た
め
に
そ
れ
を
悪
用
し
よ
う
と
し
た
動
き
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
政
権
で
は
、
む
し
ろ
皇
族
を
含
め

国
家
の
公
権
力
を
握
る
人
々
が
そ
う
し
た
素
振
り
を
示
す
こ
と
が
厳
し
く
戒
め
ら
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
過
去
に
遡
っ
て
そ
う
し
た
行
為
の
見
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イサキオスー世とコンスタンティノス十世：の治世をめぐって（根津）

直
し
が
進
め
ら
れ
、
私
人
の
手
に
渡
っ
た
国
有
財
産
の
徹
底
的
な
回
収
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
レ
イ
ク
デ
ス
が
総

主
教
に
就
任
す
る
際
、
か
つ
て
彼
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
二
世
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
マ
ン
ガ
ナ
の
皇
帝
御
料
管
理
局
の
権
利
を
イ
サ
キ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ス
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
と
い
う
有
名
な
挿
話
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
一
連
の
行
動
は
、
ス
タ
ネ
ス

ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
皇
帝
個
人
や
彼
の
家
族
、
支
持
者
の
一
団
を
富
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

イ
サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
前
任
者
た
ち
に
よ
る
無
分
別
な
気
前
よ
さ
の
た
め
に
著
し
く
縮
小
し
て
い
た
国
有
地
を
補
強
す
る
た
め
に
」
な

　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
も
し
も
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
時
代
の
皇
帝
の
な
か
に
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
統
治
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
物
を
探
す
と
す
れ
ば
、
筆
者
が
む
し
ろ

推
し
た
い
の
は
、
同
王
朝
の
正
嫡
バ
シ
レ
イ
オ
ス
ニ
世
で
あ
る
。
そ
の
治
世
の
大
半
を
夷
秋
か
ら
国
土
を
守
る
防
衛
者
と
し
て
過
ご
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

間
に
国
庫
の
貯
え
を
何
倍
に
も
増
や
し
た
、
と
プ
セ
ル
ロ
ス
が
伝
え
る
偉
大
な
皇
帝
の
姿
は
、
同
じ
課
題
を
抱
え
た
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
に
と
っ

て
、
理
想
の
皇
帝
像
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
が
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
ニ
世
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
挿
話
は
少
な
く
な
い
。
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ブ

リ
ュ
エ
ン
ニ
オ
ス
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
幼
く
し
て
父
と
死
別
し
た
イ
サ
キ
オ
ス
と
ヨ
ハ
ネ
ス
の
兄
弟
は
、
皇
帝
バ
シ
レ
イ
オ
ス
ニ
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
後
見
下
に
養
育
さ
れ
、
同
帝
の
保
護
と
指
導
の
下
で
一
人
前
の
武
人
と
な
る
た
め
の
修
練
を
積
ん
だ
、
と
い
う
。
い
わ
ば
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス

ニ
世
は
イ
サ
キ
オ
ス
に
と
っ
て
第
二
の
父
親
で
あ
り
、
彼
の
人
格
形
成
に
お
い
て
強
烈
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
印
象
は
、
病
に
倒
れ
た
イ
サ
キ
オ
ス
帝
が
、
混
濁
し
が
ち
な
意
識
の
な
か
で
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
孟
春
の
思
い
出
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
し
て
し
ば
し
の
時
を
過
ご
し
た
、
と
い
う
プ
セ
ル
ロ
ス
の
叙
述
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
国
家
機
構
を
自
ら
の
一
族
の
私
的
利
益
に
供
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
思
惑
を
排
し
、
親
族
や
僚
友
の
貴
族
と
も
意
図
的
に
一
線
を
画
し
た
上

で
、
自
ら
は
独
断
専
行
、
超
越
的
な
支
配
下
と
し
て
君
臨
す
る
イ
サ
キ
オ
ス
　
世
の
背
後
に
、
大
貴
族
の
反
乱
を
蔵
力
で
制
圧
し
た
後
、
絶
対

的
権
力
を
握
る
独
裁
者
と
し
て
長
期
政
権
を
樹
立
し
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
ニ
世
の
影
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ほ
ど
唐
突
な
妄
想
で
は
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あ
る
ま
い
。
イ
サ
キ
オ
ス
を
急
進
的
復
古
主
義
者
と
形
容
す
る
本
章
の
糞
土
は
、
こ
の
点
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
退
陣
へ
の
道
程
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だ
が
、
こ
う
し
た
皇
帝
の
強
硬
な
態
度
は
、
も
う
一
人
の
強
烈
な
個
性
の
持
ち
主
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
ミ
カ
エ
ル
・
ケ
ル

　
　
　
⑯

ラ
リ
オ
ス
と
の
対
立
を
招
来
し
た
。
そ
の
発
端
は
、
皇
帝
の
教
会
財
産
、
と
り
わ
け
修
道
院
所
領
の
没
収
政
策
に
、
修
道
士
の
保
護
者
を
自
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
る
総
主
教
が
反
発
し
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
由
が
ど
う
で
あ
れ
、
両
者
の
対
立
は
早
晩
不
可
避
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

総
主
教
が
イ
サ
キ
オ
ス
政
権
成
立
に
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
両
者
の
問
に
は
大
き
な
認
識
の
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
総
主
教
は
、
自
分
こ
そ
が
イ
サ
キ
オ
ス
の
皇
帝
即
位
の
最
大
の
功
労
者
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
が
首
都
内
で
民
衆
蜂
起
を
組
織
し
、

ミ
カ
エ
ル
悪
世
の
追
い
落
と
し
を
図
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
反
乱
軍
は
帝
都
の
巨
大
な
城
壁
の
前
で
立
往
生
し
て
い
た
の
は
確
実
だ
っ
た
。
し

か
も
、
一
〇
五
七
年
九
月
一
日
、
聖
ソ
フ
ィ
ア
教
会
で
彼
が
イ
サ
キ
オ
ス
の
頭
上
に
並
等
を
置
い
た
こ
と
で
、
初
め
て
後
者
は
反
逆
者
か
ら
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

統
な
皇
帝
に
転
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
総
主
教
の
言
い
分
で
あ
っ
た
。

　
イ
サ
キ
オ
ス
帝
も
、
反
乱
の
際
の
総
主
教
の
協
力
に
感
謝
の
意
を
表
す
の
に
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
く
、
後
者
に
丁
重
な
態
度
で
臨
ん
で
い
た
。

ア
ッ
タ
レ
イ
ア
テ
ス
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
は
「
他
の
誰
に
も
ま
し
て
総
主
教
に
敬
意
を
払
い
、
後
者
を
父
親
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
⑲

敬
っ
た
」
と
い
う
。
皇
帝
は
総
主
教
に
大
き
な
譲
歩
を
行
な
っ
た
。

　
　
　
「
彼
（
1
ー
イ
サ
キ
オ
ス
）
は
、
聖
職
者
の
管
理
権
の
う
ち
皇
帝
に
属
し
て
い
た
も
の
を
大
教
会
（
目
聖
ソ
フ
ィ
ア
）
に
奉
献
し
、
…
…
ま
さ
し
く
〔
教
会

　
　
の
〕
管
理
権
も
、
教
会
財
産
へ
の
恩
典
も
、
保
護
権
も
、
皇
帝
に
取
り
仕
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
人
員
の
任
命
権
も
、
事
務
の
処
理
も
、
総
主
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
の
権
限
に
属
す
こ
と
に
な
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ガ
ス
コ
オ
イ
コ
ノ
モ
ス
　
　
ス
ケ
ウ
オ
フ
ユ
ラ
ク
ス

　
ゾ
ナ
ラ
ス
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
従
来
、
皇
帝
が
握
っ
て
い
た
大
教
会
の
主
計
郷
長
と
三
具
係
長
の
人
事
権
が
総
主
教
に
譲
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
⑳

と
を
報
じ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
措
置
は
、
明
ら
か
に
、
国
家
に
由
来
す
る
利
権
の
全
面
的
回
復
を
図
る
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
基
本
方
針
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、

皇
帝
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
重
大
な
譲
歩
だ
っ
た
か
が
、
そ
れ
だ
け
強
く
感
じ
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
総
主
教
は
そ
の
後
も
皇
帝
に
対
し
自
ら
の
優
越
性
を
誇
示
し
、
こ
れ
み
よ
が
し
に
皇
帝
の
用
い
る
緋
色
の
沓
を
履
い
て
み
せ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

皇
帝
を
廃
位
で
き
る
と
公
言
す
る
な
ど
、
挑
発
的
な
態
度
を
繰
り
返
し
た
。
こ
う
し
た
傲
岸
な
総
主
教
の
振
舞
い
は
、
即
位
直
後
に
抜
き
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

剣
を
構
え
た
自
分
の
肖
像
を
金
貨
に
刻
み
、
自
ら
の
支
配
権
が
自
分
の
も
つ
武
力
に
由
来
す
る
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
顕
示
し
た
皇
帝
の
自
尊
心

を
著
し
く
傷
つ
け
る
も
の
だ
っ
た
。

　
両
者
の
対
立
は
、
一
〇
五
八
年
秋
、
首
都
郊
外
の
修
道
院
に
参
詣
申
の
総
主
教
の
身
柄
を
、
彼
に
同
行
し
て
い
た
甥
た
ち
共
々
、
皇
帝
が
拘

束
さ
せ
た
こ
と
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
。
だ
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
総
主
教
が
急
死
。
こ
れ
を
機
に
皇
帝
は
事
態
の
収
束
を
急
ぎ
、
総
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

教
の
甥
た
ち
を
解
放
し
て
元
の
官
職
に
復
帰
さ
せ
、
事
件
は
落
着
し
た
か
に
見
え
た
。

　
だ
が
、
対
立
の
根
は
深
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
し
た
、
と
言
う
に
は
程
遠
い
状
況
が
続
い
た
。
と
い
う
の
も
、
皇
帝
と

総
主
教
と
の
角
逐
は
、
単
な
る
両
者
の
権
勢
争
い
の
み
に
帰
着
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
、
国
政
の
進
路
を
め
ぐ
る
二
つ

の
指
向
性
の
対
立
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
皇
帝
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
を
軍
事
強
国
に
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
厳
し
い
緊
縮
財
政
を

推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
総
主
教
一
派
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
九
世
治
下
の
よ
う
な
宮
廷
貴
族
へ
の
潤
沢
な
富
の
分
与
、
す

な
わ
ち
一
種
の
放
漫
財
政
を
理
想
と
し
て
思
い
描
い
て
い
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
の
政
権
内
に
は
、
総
主
教
ケ

ル
ラ
リ
オ
ス
の
死
後
も
、
彼
の
甥
た
ち
以
外
に
も
少
な
か
ら
ぬ
総
主
教
人
脈
の
人
々
が
根
強
く
残
り
、
潜
在
的
な
反
皇
帝
勢
力
を
形
成
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
、
そ
う
し
た
勢
力
を
代
表
し
て
い
た
の
が
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
だ
っ
た
。
彼
の
妻
は
、
総
主

教
の
姪
エ
ウ
ド
キ
ア
・
マ
ク
レ
ン
ボ
リ
テ
ィ
ッ
サ
で
あ
り
、
し
か
も
彼
女
は
父
を
早
く
に
亡
く
し
た
後
、
総
主
教
の
姉
妹
で
あ
る
彼
女
の
母
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
共
に
総
主
教
の
許
に
身
を
寄
せ
、
総
主
教
館
で
暮
ら
し
て
い
た
女
性
だ
っ
た
。
い
わ
ば
、
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
結
婚
相
手
は
単
な
る
総
主
教
の
姪
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で
は
な
く
、
実
質
的
な
養
女
と
し
て
の
重
み
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
両
者
の
間
の
盟
約
は
、
そ
れ
だ
け
強

固
な
も
の
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
〇
五
〇
年
代
の
初
め
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
と
エ
ウ
ド
キ
ア
の
夫
婦
の
問
に
生
ま
れ
た
長
男
が
、
父

　
　
　
　
　
⑳

方
の
祖
父
の
名
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
一
般
的
な
慣
行
に
反
し
、
総
主
教
と
同
じ
ミ
カ
エ
ル
と
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
両
者
の
絆
の
強
さ
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
が
総
主
教
に
抱
く
強
い
畏
敬
の
念
、
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ミ
カ
エ
ル
・
ド
ゥ
ー
カ
ス

の
師
父
と
し
て
、
父
親
が
選
ん
だ
の
は
、
当
代
一
の
碩
学
で
イ
サ
キ
オ
ス
政
権
の
重
鎮
で
も
あ
っ
た
哲
学
者
の
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
で
あ

　
⑳

つ
た
。

　
総
主
教
人
脈
の
有
力
者
と
し
て
は
、
も
う
ひ
と
り
、
ロ
マ
ノ
ス
・
ス
ク
レ
ロ
ス
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
イ
サ
キ
オ
ス
一

世
の
治
世
初
頭
、
自
分
の
印
章
に
付
し
た
図
案
を
こ
れ
ま
で
の
聖
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
か
ら
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
に
変
更
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

W
・
ザ
イ
ブ
ト
は
、
彼
が
総
主
教
の
「
党
派
」
と
緊
密
な
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
見
倣
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
れ
が
明
確
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

証
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
挙
世
モ
ノ
マ
コ
ス
の
最
愛
の
女
性
ス
ク
レ
ラ
イ
ナ
の
弟
と
し
て
、
同
帝
の
下
で
め
ざ
ま
し
い

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

栄
達
を
遂
げ
た
彼
に
と
っ
て
、
か
つ
て
の
栄
光
の
日
々
へ
の
回
帰
は
、
か
ね
て
か
ら
の
望
み
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
政
権
内
の
潜
在
的
な
不
満
分
子
に
対
し
て
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
は
い
か
な
る
人
々
の
支
援
を
当
て
に
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
親

族
集
団
は
、
こ
れ
を
特
別
扱
い
し
な
い
、
と
い
う
皇
帝
自
身
の
方
針
の
た
め
に
、
宮
廷
に
お
い
て
充
分
な
勢
力
を
築
い
て
い
た
よ
う
に
は
思
え

な
い
。

　
カ
タ
カ
ロ
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
に
代
表
さ
れ
る
小
ア
ジ
ア
の
高
級
軍
人
た
ち
は
、
皇
帝
の
強
力
な
支
援
勢
力
に
な
り
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
キ
ュ
リ
ツ
ェ
ス
の
年
代
記
の
最
後
の
部
分
、
す
な
わ
ち
小
ア
ジ
ア
の
軍
事
貴
族
た
ち
の
反
乱
と
イ
サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の

即
位
を
物
語
る
箇
所
が
、
反
乱
に
加
わ
っ
た
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
将
軍
の
私
的
な
覚
書
を
情
報
源
に
し
て
い
た
、
と
い
う
自
説
に
基
づ
い
て
、
」
・

シ
ェ
パ
ー
ド
は
、
首
都
の
民
衆
蜂
起
を
扇
動
す
る
総
主
教
ケ
ル
ラ
リ
オ
ス
を
批
判
的
に
語
る
ス
キ
ュ
リ
ツ
ェ
ス
の
口
調
は
原
史
料
の
そ
れ
を
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

映
す
る
も
の
だ
っ
た
、
と
想
定
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
首
都
内
部
で
の
総
主
教
主
導
の
蜂
起
よ
り
も
反
乱
軍
の
軍
事
的
勝
利
を
重
視
す
る

22 （660）



イサキオス一世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津：）

点
に
お
い
て
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
姿
勢
は
皇
帝
の
見
解
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
か
な
り
早
い
段
階
で
申
央
政
界
で
の
影
響
力
を
失
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ク
ロ
パ
ラ
テ

ス
就
任
後
の
彼
の
消
息
を
伝
え
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
の
三
通
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
こ
の
老
将
軍
は
、
陰
謀
の
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
て
故
郷
コ
ロ
ネ
イ
ア
に
蟄
居
さ
せ
ら
れ
、
修
道
士
に
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
伴
い
、
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
の
爵
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
付
随
す
る
賜
金
の
支
給
も
打
ち
切
ら
れ
た
。
こ
の
書
簡
を
紹
介
し
て
い
る
G
・
リ
タ
ヴ
リ
ン
は
、
一
連
の
出
来
事
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

十
世
治
下
の
こ
と
と
推
定
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
ア
ン
ゴ
ー
ル
ド
と
共
に
、
そ
れ
を
イ
サ
キ
オ
ス
の
治
下
に
比
定
し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の

も
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
と
ケ
カ
ウ
、
メ
ノ
ス
と
の
問
に
は
、
皇
帝
権
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
鋭
い
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
者
の
失
脚
を
招

い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
両
者
の
軋
礫
は
、
ハ
イ
デ
ス
の
会
戦
の
後
、
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
六
世
が
派
遣
し
た
使
節
団
と
反
乱
軍
首
脳
と
の
交
渉
の
場
に
ま
で
遡
る
。
イ
サ

キ
オ
ス
に
カ
イ
サ
ル
（
副
帝
）
の
称
号
を
与
え
、
次
期
皇
帝
の
地
位
を
保
証
し
よ
う
、
と
い
う
ミ
カ
エ
ル
⊥
ハ
世
の
提
案
を
、
イ
サ
キ
オ
ス
・
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ム
ネ
ノ
ス
は
基
本
的
に
受
け
入
れ
る
意
向
を
示
し
た
の
に
対
し
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
一
切
の
妥
協
に
反
対
し
て
抵
抗
し
た
。
こ
こ
に
は
、
前
帝

か
ら
の
正
式
な
権
力
委
譲
に
よ
り
、
君
主
と
し
て
疑
問
の
余
地
の
な
い
正
統
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
イ
サ
キ
オ
ス
と
、
あ
く
ま
で
も
彼
を
自

分
た
ち
が
擁
立
し
た
「
仲
間
内
の
第
一
人
者
」
の
座
に
留
め
て
お
き
た
い
と
考
え
る
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
と
の
間
の
、
皇
帝
像
を
め
ぐ
る
原
理
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

対
立
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
皇
帝
に
軍
事
貴
族
層
の
利
害
を
代
弁
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
姿
を
求
め
る
重
星
カ
ロ
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
と
、
纂
奪
者

ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
で
は
な
く
王
朝
の
正
統
な
継
承
権
者
バ
シ
レ
イ
オ
ス
灘
北
に
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
イ
サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス

と
は
、
か
く
し
て
決
定
的
に
決
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
皇
帝
が
健
康
を
保
ち
、
国
政
の
実
権
を
強
力
に
握
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
政
権
内
の
構
造
的
な
矛
盾
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
か
し
、
一
〇
五
九
年
の
秋
、
彼
が
狩
猟
中
の
事
故
が
も
と
で
重
病
に
陥
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
彼
の
権
力
の
脆
弱
性
が
露
呈
し
た
。
死
期
の
近
い

こ
と
を
悟
っ
た
彼
は
、
後
継
者
と
し
て
、
「
近
親
者
（
弟
）
の
ヨ
ハ
ネ
ス
で
も
、
甥
（
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ド
ケ
イ
ア
ノ
ス
）
で
も
、
娘
に
め
あ
わ
せ
た
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⑲

男
で
も
な
く
、
プ
ロ
エ
ド
ロ
ス
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
」
を
指
名
す
る
。

　
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
へ
の
政
権
移
行
劇
は
、
二
人
の
当
事
者
に
直
接
の
血
縁
関
係
が
な
く
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
表
面
的
に
は
平
和
的
に
権
力
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
何
か
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

病
床
の
イ
サ
キ
オ
ス
の
耳
許
で
執
拗
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
後
継
皇
帝
推
挙
を
説
き
続
け
た
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

役
回
り
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

　
プ
セ
ル
ロ
ス
自
身
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
が
後
継
皇
帝
に
浮
上
し
た
背
景
と
し
て
、
す
で
に
一
〇
五
七
年
の
反
乱
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ド
ゥ
二
巴
ス
が
イ
サ
キ
オ
ス
と
共
に
、
対
立
皇
帝
候
補
と
し
て
名
が
挙
が
っ
て
い
た
こ
と
、
イ
サ
キ
オ
ス
自
身
、
ド
ゥ
ー
カ
ス
に
カ
イ
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

（
聖
帝
、
同
時
に
将
来
の
後
継
者
、
と
い
う
含
み
も
あ
る
）
の
地
位
を
約
束
し
て
い
た
こ
と
（
た
だ
し
、
そ
れ
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
）
を
挙

げ
、
そ
れ
が
不
自
然
な
選
択
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
皇
帝
即
位
を
正
当
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
た
め
に
、
プ
セ
ル
ロ
ス
が
後
か
ら
創
作
し
た
虚
構
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
の
選
択
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
に
下
っ
た
理
由
を
探
す
こ
と
は
、
我
々
に
と

っ
て
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
自
身
の
政
策
に
よ
り
、
親
族
の
た
め
に
安
定
し
た
権
力
基
盤
を
築
い
て
や
れ
な
か
っ
た
同
筆
に
と

っ
て
、
彼
の
政
権
内
で
隠
然
た
る
力
を
も
つ
二
つ
の
勢
力
、
つ
ま
り
宮
廷
内
の
総
主
教
人
脈
の
人
々
と
、
壱
州
に
駐
屯
す
る
軍
隊
を
掌
握
す
る

高
級
軍
人
た
ち
の
双
方
が
支
持
で
き
る
人
物
を
探
す
と
し
た
ら
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
を
措
い
て
、
他
に
は
ほ
と
ん
ど
見
い

だ
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
一
〇
五
七
年
の
春
、
そ
の
後
の
反
乱
の
契
機
に
な
っ
た
ミ
カ
エ
ル
六
亡
帝
へ
の
小
ア
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
将
軍
た
ち
の
請
願
運
動
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
も
加
わ
っ
て
い
た
事
実
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
サ
キ
オ
ス
一

世
は
、
総
主
教
派
の
中
心
人
物
で
あ
る
と
共
に
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
家
と
同
じ
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
の
出
身
で
、
軍
事
貴
族
家
門
と
し
て
の
形
質
も
失
っ

て
い
な
か
っ
た
ド
ゥ
！
カ
ス
家
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
に
、
帝
国
の
将
来
を
託
し
た
の
で
あ
る
。

　
地
方
長
官
た
ち
に
自
ら
の
即
位
を
通
知
す
る
文
書
の
な
か
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
、
そ
れ
が
先
帝
イ
サ
キ
オ
ス
の
意
志
に
基
づ
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く
も
の
で
あ
り
、
元
老
院
、
軍
隊
、
先
帝
の
〕
族
が
皆
、
彼
の
配
位
を
承
認
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
彼
は
、
自
分
と
共
に
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

帝
の
妃
ア
エ
カ
テ
リ
ナ
を
も
歓
呼
す
る
べ
き
こ
と
を
布
告
し
た
。
そ
の
文
章
か
ら
は
、
前
政
権
と
の
連
続
性
と
自
ら
の
帝
位
の
合
法
性
を
示
す

た
め
、
細
心
の
注
意
を
払
う
新
帝
の
神
経
質
な
ほ
ど
の
気
配
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
緊
張
感
を
漂
わ
せ
な
が
ら
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ス
十
世
の
新
政
権
は
船
出
し
た
。

イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津）
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者
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マ
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オ
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が
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デ
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下
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の
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運
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が
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の
立
て
直
し
の
た
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皇
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事
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し
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こ
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保
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す
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§
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．
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一
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Φ
N
類
や
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一
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サ
一
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ド
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働
く
ユ
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刈
罎
鴎
望
。
写
茜
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藁
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凝
8
自
僧
画
図
弓
突
昏
。
塁
漏
。
訳
窪
－

　
竃
㊦
蟹
。
《
．
．
》
肉
鳥
暴
馬
§
肉
ミ
憂
吻
ミ
題
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臨
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舞
メ
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Φ
①
ρ
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蒔
q
α
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①
c
Q
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⑭
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尊
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曽
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⑳
ζ
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q
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叩
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賊
、
ミ
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督
軌
糞
℃
．
鰍
益
虫
■
㌦
．
↓
げ
①
じ
d
養
9
暑
ぎ
Φ

　
ω
櫛
障
軌
、
咽
マ
ト
っ
野

⑳
H
。
9
量
Φ
ω
ω
。
鴇
§
ω
も
ム
Φ
刈
．

⑰
　
井
上
浩
一
「
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
の
成
立
」
、
八
一
ニ
ー
九
一
頁
。

⑱
｝
羅
ざ
プ
餌
蝕
℃
ω
Φ
＝
g
訴
．
H
｛
”
℃
．
お
9
匡
δ
7
画
血
》
霞
臥
Φ
一
思
遷
り
Ψ
①
ρ

⑲
　
窯
甘
訂
①
一
≧
邑
魚
舞
2
り
O
’
①
㊤
．
こ
れ
に
対
し
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ブ
リ
ュ
エ

　
ン
ニ
オ
ス
は
、
当
初
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
は
弟
の
ヨ
ハ
ネ
ス
に
帝
位
を
譲
ろ
う
と
し

　
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
蜜
8
喜
。
肖
献
じ
d
蔓
㊦
目
窪
P
唱
．
G
。
ド
し
か
し
、
こ
の
部
分

　
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
の
息
子
で
あ
る
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
（
在
位
一
〇
八
一
－
一
＝

　
八
）
治
下
に
執
筆
し
た
ブ
リ
ュ
エ
ン
ニ
オ
ス
が
、
自
分
の
岳
父
で
も
あ
る
ア
レ
ク

　
シ
オ
ス
帝
の
権
力
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め
に
創
作
し
た
疑
い
も
捨
て
さ
れ
ず
、

　
こ
こ
で
は
同
時
代
人
の
ア
ッ
タ
レ
イ
ア
テ
ス
の
雲
母
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
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ミ
黄
ω
■
⑩
①
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こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
、
プ
セ
ル
ロ
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自
身
の
記
述
は
、
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。
り
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＝
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ω
蓉
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や
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－
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⑫
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．
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①
．

⑭
　
ヴ
リ
ョ
ニ
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は
、
こ
う
し
た
見
解
を
採
っ
て
い
る
。
¢
く
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。
島
。
・
ζ
「
‘
§
免

　
奪
§
壽
ミ
製
防
§
冒
駄
鍾
§
、
ミ
§
四
も
■
①
伊
ポ
レ
ミ
ス
も
、
プ
セ
ル
ロ
ス
の
記
述

　
を
ド
ゥ
ー
カ
ス
へ
の
追
従
と
見
な
し
て
い
る
。
U
■
り
℃
o
｝
。
ヨ
グ
§
鴨
O
。
～
簿
ミ
響
℃
■

　
G
Q
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。
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暫
℃
ロ
．
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c
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禽
Ω
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≦
蝕
炉

　
．
、
閃
。
厨
夢
β
p
α
q
Φ
p
N
二
縣
o
p
⇒
o
o
げ
鄭
圃
。
聞
⑦
象
⑦
再
o
p
ω
o
聞
聾
。
⇒
α
Φ
。
。
ζ
ざ
『
騨
巴

　
℃
鴇
躍
。
の
．
．
一
審
ミ
帖
、
ミ
曽
《
一
り
団
卜
。
甲
鳴
唱
■
り
1
軌
N
ω
譲
り
継
り
同
門
一
■

四
　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
ド
ゥ
ー
カ
ス
ー
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
な
革
新
者
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
新
政
権
の
基
本
政
策

　
帝
位
に
就
い
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
が
最
初
に
手
を
付
け
た
の
は
、
前
帝
イ
サ
キ
オ
ス
の
厳
し
い
緊
縮
財
政
を
解
除
し
、
首
都
の
諸

勢
力
に
自
分
の
寛
大
さ
を
示
す
こ
と
だ
っ
た
。
「
彼
は
〔
叙
位
に
つ
い
て
〕
査
定
を
行
な
い
、
ア
ゴ
ラ
の
人
々
↑
商
工
業
者
）
や
元
老
院
の
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
人
々
に
栄
誉
を
授
け
た
。
ま
た
、
今
や
、
彼
の
前
任
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
元
の
栄
誉
も
戻
し
て
や
っ
た
。
」
と
ア
ッ
タ
レ
イ

ア
テ
ス
は
伝
え
て
い
る
。

　
実
際
、
こ
う
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
政
策
は
、
欝
憤
に
は
重
税
を
課
す
一
方
で
軍
事
経
費
を
削
減
し
、
首
都
の
民
衆
や
中
央
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ウ
エ
ル
ゲ
テ
ィ
ス

僚
に
は
手
厚
く
恩
恵
を
分
け
与
え
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
か
つ
て
民
衆
か
ら
「
恩
恵
を
施
す
人
」
の
愛
称
を
贈
ら
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ノ
ス
九
世
モ
ノ
マ
コ
ス
帝
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
基
本
政
策
は
、
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
①
属
隷
に
関
し
て
は
、
収
奪
を
強
化
し
、
資
金
の
中
央

へ
の
還
流
を
促
進
す
る
一
方
で
、
属
州
駐
屯
軍
の
経
費
を
削
減
し
た
り
、
東
方
国
境
地
帯
の
要
衝
ア
ニ
の
町
を
、
そ
の
防
衛
を
無
償
で
請
け
負
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③

う
と
約
束
し
た
人
物
に
委
託
し
た
り
し
て
、
徹
底
し
て
統
治
コ
ス
ト
の
節
減
を
図
っ
た
こ
と
。
②
逆
に
、
中
央
で
は
こ
う
し
て
集
め
た
金
を
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

位
に
付
随
す
る
賜
金
な
ど
と
し
て
分
配
し
た
り
、
徴
税
請
負
人
の
職
や
そ
の
元
締
め
の
部
局
を
販
売
し
た
り
し
て
、
宮
廷
周
辺
に
集
う
自
分
の

支
持
者
の
歓
心
を
眼
っ
て
い
る
こ
と
。
い
う
な
ら
ば
、
地
方
で
吸
い
上
げ
ら
れ
た
金
が
、
中
央
で
大
々
的
に
消
費
さ
れ
る
、
と
い
う
図
式
が
描

け
る
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
米
田
治
泰
氏
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
九
世
モ
ノ
マ
コ
ス
の
治
世
に
関
し
、
「
文
治
主
義
」
と
い
う
術
語
を
用
い
、
同
帝
の
集
権

　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
政
策
を
分
析
し
た
。
だ
が
、
こ
の
皇
帝
の
政
策
上
の
後
継
者
と
言
う
べ
き
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
政
策
に
は
、
単
純
に
「
集
権
的
」

と
い
う
形
容
を
付
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
中
央
に
集
め
た
金
や
国
家
機
構
に
由
来
す
る
利
権
を
再
び
臣
下
に
分
配
し
て
蕩

尽
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
公
権
と
私
権
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
彼
の
政
権
の
帯
び
る
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
は
、
前
政
権
の
そ
れ
と

は
全
く
逆
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
サ
キ
オ
ス
～
世
が
私
的
利
益
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
た
国
家
機
構
を
立
ち
直
ら
せ
る
た
め
、
公
的
権
力
の
大

幅
な
拡
大
、
強
化
を
図
っ
た
の
に
対
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
、
む
し
ろ
公
的
領
域
に
属
す
部
分
を
極
力
、
私
的
な
勢
力
の
手
に
渡

そ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
後
者
の
手
法
は
い
わ
ゆ
る
「
小
さ
な
政
府
」
と
統
治
に
要
す
る
コ
ス
ト
切
り
下
げ

を
志
向
し
た
も
の
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
は
、
皇
帝
は
、
一
方
的
に
命
令
を
下
す
絶
対
的
な
権
力
者
で
は
な
く
、
利
権
の
分
配
者
、
支
配
層
の
利
害
の
調
停
者
と
し
て
の
役
回

り
を
演
じ
て
い
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
円
滑
に
機
能
す
る
限
り
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
皇
帝
周
辺
の
有
力
な
廷
臣
た
ち
や
首
都
の

民
衆
た
ち
は
国
家
か
ら
の
恩
恵
に
与
り
、
一
応
の
満
足
感
を
覚
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
広
範
な
勢
力
を
糾
合
し
た
反
皇
帝
陰
謀
が
影
を
ひ
そ
め
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
治
下
に
相
対
的
な
政
局
の
安
定
が
実
現
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
国
家
の
歳
入
、
利
権
を
際
限
も
な
く
私
人
に
分
配
し
て
い
け
ば
、
そ
の
先
に
は
国
家
の
内
的
崩
壊
と
い
う
結
末
が
控
え
て
い
た
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
視
角
で
見
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
政
策
は
、
権
力
闘
争
を
回
避
す
る
た
め
の
無

28 （666）



責
任
な
問
題
の
先
送
り
、
｝
時
的
な
弥
縫
策
だ
っ
た
、
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
部
分
が
あ
り
、

ヨ
ン
が
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

彼
の
統
治
に
一
貫
し
た
明
確
な
ヴ
ィ
ジ

2
　
　
「
家
産
国
家
」
の
形
相

イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津：）

　
公
権
に
対
す
る
私
権
の
著
し
い
伸
張
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
政
権
の
特
徴
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
特
質
は
皇
帝
の
手
の
な
か
に
残

さ
れ
て
い
た
権
力
に
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。
最
近
の
P
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
硬
究
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
が
印
章
に
自
分
の
名
字
を
刻

ん
だ
の
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
が
初
め
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
貴
族
の
も
つ
「
イ
エ
」
の
理
念
と
皇
帝
権
と
の
結
合
が
認
め
ら
れ
る
、

　
　
⑥

と
い
う
。
M
・
ア
ン
ゴ
ー
ル
ド
も
、
同
帝
の
治
下
に
お
い
て
新
た
な
出
発
点
を
画
し
た
唯
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
皇
帝
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
力
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
、
皇
帝
と
い
う
公
務
の
理
念
か
ら
、
王
朝
的
な
理
念
に
移
行
し
た
」
こ
と
だ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
皇
帝
権
を
い
わ
ば
父
か
ら
子
へ
と
相
続
で
き
る
「
イ
エ
」
の
世
襲
財
産
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
同
時
に
国
家
を
貴
族
の
「
イ
エ
」
の
経
営
原
理
に
基
づ
い
て
統
治
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
印
章
に
「
皇
帝
の
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

者
」
と
刻
む
官
職
者
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
、
国
家
を
ひ
と
つ
の
家
産
組
織
と
し
て
管
理
、
経
営
し
よ
う
と
す
る
皇
帝
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
動
き
と
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
皇
帝
が
自
分
の
私
的
従
者
を
国
家
の
要
職
に
登
用
し
、
国
政
運
営
の

支
柱
に
し
た
・
と
い
う
事
実
で
は
な
い
・
ξ
し
た
事
例
は
・
過
去
に
も
数
多
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
や
注
目
す
べ
き
こ
と
は
・
そ
う
し

た
従
者
上
が
り
の
官
職
者
が
、
今
や
い
か
に
も
誇
ら
し
げ
に
、
自
分
の
印
章
に
皇
帝
と
の
私
的
な
主
従
関
係
を
刻
む
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
そ

の
心
性
の
変
化
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
治
下
の
公
的
権
力
へ
の
私
的
要
素
の
混
入
と
い
う
現
象
は
、
地
方
長
官
職
に
あ
る
有
力
貴
族
が
、

公
務
に
自
分
の
私
的
従
者
を
使
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
従
者
と
し
て
、
国
家
の
爵
位
を
も
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⑪

つ
た
人
物
が
初
め
て
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
有
力
貴
族
の
従
者
組
織
に
、
中
下
級
官
人
層
が
編
入
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
〇
六
二
年
の
日
付
を
も
つ
ア
ト
ス
山
の
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
修
道
院
文
書
に
は
、
テ
ッ
サ
ロ

　
　
テ
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
テ
ス

ニ
ケ
管
区
の
軍
民
両
権
の
そ
れ
ぞ
れ
ト
ッ
プ
に
立
つ
ド
ゥ
ク
ス
と
判
事
の
従
者
が
、
主
人
の
意
を
受
け
て
係
争
事
件
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ウ
ク
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ト
ロ
　
ボ
ス

の
が
認
め
ら
れ
る
。
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ
長
官
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ボ
タ
ネ
イ
ア
テ
ス
の
従
者
、
ス
パ
タ
ロ
カ
ン
デ
ィ
ダ
ト
ス
の
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス

　
　
ク
リ
テ
ス
ア
ン
ト
ロ
ー
ボ
ス
⑫

と
、
判
事
ニ
コ
ラ
オ
ス
・
セ
ル
ブ
リ
ア
ス
の
従
　
者
で
ア
セ
ク
レ
テ
ィ
ス
の
ペ
ト
ロ
ス
が
そ
れ
だ
。
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ボ
タ
ネ
イ
ア
テ
ス
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

関
し
て
は
、
こ
の
数
年
後
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
長
官
の
在
任
中
、
配
下
に
私
的
な
武
装
従
者
団
を
擁
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
事
務
能
力
を
も
つ
中
小
官
人
層
と
武
装
従
者
を
含
む
、
強
力
な
従
者
組
織
を
も
つ
有
力
貴
族
に
属
州
長
官
職
を
与
え
、
彼
ら

の
家
政
機
関
の
力
を
借
り
て
属
州
統
治
に
当
た
ろ
う
と
す
る
態
勢
は
、
地
方
行
政
に
要
す
る
コ
ス
ト
を
節
減
し
た
い
皇
帝
と
、
長
官
職
を
足
が

か
り
に
現
地
行
政
機
構
に
自
分
の
勢
力
扶
植
を
図
り
、
下
級
官
吏
や
兵
士
た
ち
を
従
者
と
し
て
編
制
し
て
、
い
っ
そ
う
の
勢
力
拡
大
を
図
ろ
う

と
す
る
有
力
貴
族
た
ち
の
思
惑
が
一
致
し
た
結
果
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
両
者
の
問
の
取
り
引
き
が
、
さ
ら
に
露
骨
な
か
た
ち
で
交
わ
さ
れ
た
の
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
パ
ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ス
（
バ
グ
ラ
ト
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

へ
の
ア
ニ
長
官
職
の
授
与
で
あ
っ
た
。
彼
は
無
償
で
こ
の
町
を
防
衛
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
れ
を
皇
帝
か
ら
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ニ

の
大
聖
堂
西
側
壁
面
に
残
る
ア
ル
メ
ニ
ア
語
碑
文
か
ら
、
彼
が
町
を
統
治
す
る
に
あ
た
り
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
爵
位
を
も
つ
三
人
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人

有
力
者
、
タ
ル
ト
の
息
子
で
ヒ
ュ
パ
ト
ス
の
ム
ヒ
タ
ー
ル
、
ラ
パ
ス
タ
ク
の
息
子
で
ス
パ
タ
ロ
カ
ン
デ
ィ
ダ
ト
ス
の
グ
リ
ゴ
ー
ル
、
ア
ル
タ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ア
ズ
ド
の
息
子
で
同
じ
く
ス
パ
タ
早
事
ン
デ
ィ
ダ
ト
ス
の
サ
ル
ギ
ス
、
の
協
力
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
三
人
の
有
力
者
が
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
た
任
務
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
問
で
論
争
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
地
方
長
官
が
地
元
の
有
力
者
を
組
織

し
、
彼
ら
が
現
地
社
会
に
も
つ
声
望
を
利
用
し
て
、
間
接
統
治
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ニ
長
骨
パ
ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ス
は
管
区
内
の
支
配
を
円
滑
に
進
め
る
と
同
時
に
、
長
骨
職
を
楯
に
在
地
有
力
者
層
の
従

者
化
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
ら
の
従
者
を
公
務
に
導
入
し
た
前
述
の
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ボ
タ
ネ
イ
ア
テ
ス
の
手
法
と
は
異
な
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る
、
地
方
行
政
機
構
の
地
方
長
官
一
1
有
力
貴
族
の
家
産
組
織
化
の
も
う
ひ
と
つ
の
戦
術
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
趨
勢
が
進
行
し
、
地
方
長
官
の
属
州
で
の
自
立
、
割
拠
と
い
っ
た
様
相
が
強
ま
る
こ
と
は
、
中
央
政
府
に
と
っ
て
歓

迎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
抑
え
る
た
め
、
自
分
の
側
近
や
親
族
を
属
州
各
地
に
派

遣
し
、
現
地
社
会
と
繋
が
り
の
強
い
地
方
長
官
た
ち
を
牽
制
、
監
視
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
上
述
の
パ
ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
シ
リ
コ
ン
・
ア
ン
ド
ラ
ポ
ド
ン
⑰

治
め
る
ア
ニ
の
町
に
は
「
皇
帝
の
奴
隷
」
が
着
任
し
て
い
た
。

’
だ
が
、
こ
う
し
た
皇
帝
の
苦
心
も
、
実
際
に
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
、
中
央
政
界
で
は
実
に
巧
妙
に
立
ち
圓
っ

て
反
対
勢
力
が
頭
を
も
た
げ
る
の
を
防
ぎ
、
着
々
と
息
子
へ
の
権
力
委
譲
の
布
石
を
打
っ
て
い
た
皇
帝
の
足
許
を
掬
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
属
州
統
治
に
お
け
る
綻
び
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

3
　
東
部
国
境
防
衛
の
失
敗

　
こ
の
時
期
、
ト
ル
コ
人
の
再
三
の
襲
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
東
方
国
境
地
帯
の
防
衛
を
め
ぐ
っ
て
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
皇
帝
の
親

族
や
近
臣
、
傭
兵
隊
長
ら
と
、
現
地
の
情
勢
に
通
じ
た
ア
ル
メ
ニ
ア
系
の
地
方
長
官
と
の
間
で
し
ば
し
ば
軋
礫
が
生
じ
、
そ
れ
が
ビ
ザ
ン
ツ
軍

の
円
滑
な
作
戦
行
動
の
遂
行
を
妨
げ
て
い
た
こ
と
が
、
目
撃
さ
れ
て
い
る
。
年
代
を
追
い
な
が
ら
、
そ
う
し
た
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
一
〇
六
二
年
、
エ
デ
ッ
サ
の
長
官
ダ
バ
テ
ノ
ス
が
ム
ス
リ
ム
勢
力
の
拠
点
ア
ミ
ダ
の
町
を
攻
め
た
と
き
、
首
都
か
ら
の
軍
勢
を
指
揮
し
て
い

た
フ
ラ
ン
ク
人
傭
兵
隊
長
エ
ル
ヴ
ェ
・
フ
ラ
ン
ゴ
プ
ロ
ス
は
、
敵
と
内
通
し
て
ダ
バ
テ
ノ
ス
の
戦
い
を
支
援
せ
ず
、
後
者
が
討
ち
死
に
す
る
の

　
　
　
　
⑲

を
傍
観
し
た
。

　
一
〇
六
四
年
、
難
攻
不
落
の
要
塞
都
市
ア
ニ
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ン
の
攻
撃
を
受
け
て
陥
落
す
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
前
述
の
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ス
と
「
皇
帝
の
奴
隷
」
と
の
間
の
不
和
と
対
立
、
と
い
う
防
衛
軍
内
部
の
足
並
み
の
乱
れ
が
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
一
〇
六
五
年
、
皇
帝
の
縁
者
で
エ
デ
ッ
サ
の
長
官
だ
っ
た
ペ
ゴ
ニ
テ
ス
は
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
二
宮
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
ベ
ク
ド
を
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陥
れ
よ
う
と
し
て
、
奇
襲
を
仕
掛
け
よ
う
と
し
て
進
軍
中
の
後
者
の
接
近
を
、
わ
ざ
と
ト
ル
コ
軍
に
通
報
し
た
。
あ
や
う
く
危
地
を
脱
し
た
ベ

ク
ド
は
、
事
の
次
第
を
告
げ
る
書
状
を
皇
帝
に
送
り
、
ペ
ゴ
ニ
テ
ス
は
解
任
さ
れ
、
こ
の
裏
切
り
行
為
の
直
接
の
責
任
者
だ
っ
た
彼
の
副
官
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

処
刑
さ
れ
た
、
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
長
官
に
任
じ
ら
れ
た
皇
帝
の
従
者
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
（
通
称
ニ
ケ
フ
ォ
リ
ツ
ェ
ス
）
は
、
現
地
で
さ
ん
ざ
ん
悪
事
を
重
ね
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
主
教
ア
イ
ミ
ュ
リ
ア
ノ
ス
と
も
険
悪
な
関
係
に
な
っ
た
。
結
局
、
彼
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
死
後
、
罷
免
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

流
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
辺
境
地
帯
に
駐
屯
す
る
軍
勢
の
指
揮
を
執
る
地
方
長
官
た
ち
は
、
互
い
に
協
力
す
る
ど
こ
ろ
か
、
反
目
と
対
立
を
繰
り
返
し
、

ビ
ザ
ン
ツ
の
国
境
防
衛
シ
ス
テ
ム
は
麻
痺
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
の
間
に
多
く
の
ト
ル
コ
人
部
隊
が
易
々
と
ビ
ザ
ン
ツ
領
内
に
入
り
こ
み
、
各
地

を
荒
ら
し
ま
わ
り
、
掠
奪
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
中
央
政
府
も
、
い
つ
ま
で
も
こ
う
し
た
事
態
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
が
病
死
し

た
後
、
皇
后
エ
ウ
ド
キ
ア
が
夫
と
交
わ
し
た
誓
約
に
背
き
、
令
名
高
い
将
軍
ロ
マ
ノ
ス
・
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
と
の
再
婚
に
踏
み
切
る
下
地
は
か
く

し
て
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
叢
。
訂
鉱
去
邑
Φ
或
㊦
。
。
も
．
浮

②
具
体
的
に
両
者
の
共
通
点
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。

　
・
－
首
都
の
商
工
業
者
に
元
老
院
の
門
戸
を
開
い
た
こ
と
（
モ
ノ
マ
コ
ス
は
、

　
寂
ざ
げ
器
｝
勺
。
。
Φ
嵩
霧
・
ρ
同
も
・
δ
卜
⊃
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
は
、
暮
ミ
ト
戸
℃
泌
ω
①
「
）
。

　
門
1
1
中
央
政
府
の
財
務
部
局
の
一
部
を
恩
恵
と
し
て
近
匝
に
授
与
し
て
い
る
こ
と

　
　
（
モ
ノ
マ
コ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
レ
イ
ク
デ
ス
へ
の
マ
ン
ガ
ナ
御
料
管
理

　
　
局
の
下
賜
を
想
起
せ
よ
。
本
稿
三
章
註
⑳
参
照
。
ド
ゥ
…
カ
ス
に
つ
い
て
は
、

　
　
H
o
打
打
Φ
ω
N
o
厚
塗
ω
咽
園
山
も
■
①
刈
①
じ
。

　
…
m
属
州
の
住
民
に
重
税
を
課
し
、
彼
ら
の
反
抗
を
招
い
た
こ
と
（
モ
ノ
マ
コ
ス
は

　
イ
ベ
リ
ア
属
州
に
対
し
て
。
矧
。
山
嘗
Φ
ω
ω
o
《
毎
N
Φ
P
マ
軽
刈
①
⇒
匡
8
ぎ
巴

　
〉
冷
夏
緯
Φ
P
サ
濠
｛
．
ド
ゥ
一
語
ス
は
テ
ッ
サ
リ
ア
に
対
し
て
。
門
■
『
．

　
員
＝
弓
8
戸
出
詳
6
0
題
ミ
ミ
羅
、
日
舞
蕊
窪
象
僑
説
奏
謹
馬
記
騨
ヨ
o
o
内
船
P
一
り
刈
卜
⊃
’
8
つ

　
鱒
㎝
卜
⊃
山
①
ρ
）
。

③
護
。
ご
色
≧
邑
①
戴
Φ
ω
も
℃
■
刈
。
。
歯
ρ

④
囲
。
鋤
弓
Φ
ω
N
。
霊
装
甲
旨
も
．
①
♂
捗

⑤
米
田
治
泰
「
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
の
文
治
主
義
ー
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
九

　
世
を
中
心
に
一
」
、
同
氏
「
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
」
所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
七
七

　
年
、
　
五
五
一
～
九
〇
頁
。
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⑥
℃
．
ω
竃
冨
2
。
。
。
p
．
．
＞
O
Φ
＜
2
。
琶
①
三
ご
三
〇
壽
コ
。
或
ξ
Φ
8
静
Φ
ω
亀
。
。
。
｛

　
子
⑦
切
養
寒
銘
需
℃
δ
〈
ぎ
。
圃
鋤
一
〉
甑
し
・
8
0
田
。
《
ヨ
9
㊦
じ
卑
㊦
↓
零
9
0
㊦
β
ε
蔓
曽
．
－

　
沁
鴨
§
鴨
辱
干
肉
ミ
轟
砂
窓
ミ
咄
ミ
賜
．
窃
N
6
り
舟
も
℃
■
一
〇
◎
刈
山
一
封
⑦
名
■
℃
ワ
悼
O
㎝
山
O
o
Q
層

⑦
竃
■
〉
お
。
年
§
肉
身
§
§
Q
肉
慧
欝
。
■
田
津
H
傷
．
甲
、
．
穿
㊦
し
d
《
鑓
議
g

　
ω
霞
Φ
、
．
も
■
ω
回
も
参
照
。

⑧
た
と
え
ば
、
「
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
、
偉
大
な
る
神
の
都
市
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
ド

　
ゥ
ク
ス
、
我
ら
が
強
大
か
つ
神
聖
な
る
皇
帝
の
従
者
」
（
写
．
○
節
。
口
。
ヨ
賦
⑦
。
。
．
詠

　
9
ミ
ミ
§
駄
b
ミ
ミ
融
慧
嵩
帖
隷
偽
卜
麩
蹴
浄
亀
費
≦
器
匿
コ
α
q
陣
。
⇒
O
．
○
甲
一
り
O
Q
9
⇒
o
．

　
り
ω
も
■
り
一
｛
）
と
か
、
「
聖
母
よ
援
け
た
ま
え
、
ニ
ケ
タ
ス
、
バ
ト
リ
キ
オ
ス
、
ヴ

　
ェ
ー
ロ
ン
、
ボ
レ
ロ
ン
、
ス
ト
リ
ュ
モ
ン
、
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ
の
判
事
、
我
ら
が
聖

　
な
る
皇
帝
の
従
者
を
」
（
旨
三
。
ω
ぼ
亭
零
O
節
。
⇒
o
ヨ
閂
儒
窃
Φ
ユ
■
甲
9
ミ
、
磯
ミ
駄

　
摯
銭
ミ
一
翼
蛍
手
穿
ミ
b
ミ
嵩
辱
ミ
，
ミ
駕
9
簿
防
ミ
ミ
詮
暮
亀
惹
ミ
塁
ミ
ミ
駄
山
、
，
避

　
く
。
ピ
拶
≦
g
。
ω
聞
コ
σ
q
8
⇒
O
■
O
二
一
Φ
り
一
も
■
①
一
h
．
）
と
い
っ
た
銘
文
を
参
照
。
な
お
、

　
後
の
人
物
は
「
ニ
ケ
タ
ス
、
全
西
方
の
エ
ポ
プ
テ
ス
、
我
ら
が
強
大
か
つ
神
聖
な

　
る
皇
帝
の
従
者
」
と
い
う
印
章
（
Q
N
鋤
o
o
甲
』
．
≦
．
累
④
ω
ぴ
曽
侍
凶
婁
窓
ミ
㍉
ミ
ト
§
魁

　
寒
釣
芦
ぎ
■
爵
○
。
も
．
ω
一
①
）
の
持
ち
主
と
同
一
人
物
か
も
し
れ
な
い
。

⑨
「
聖
母
よ
、
援
け
た
ま
え
、
汝
の
僕
、
ネ
ス
ト
ー
ル
、
皇
帝
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
従

　
者
を
」
と
い
う
印
章
に
関
し
て
、
公
刊
者
の
N
・
イ
コ
ノ
ミ
デ
ス
は
、
ド
ゥ
…
カ

　
ス
の
名
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
マ
ノ
ス
二
世
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
と
ミ
カ
エ

　
ル
七
月
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
共
同
統
治
期
（
｝
〇
六
八
一
一
〇
七
一
）
、
印
章
の
持
ち

　
主
が
ど
ち
ら
の
皇
帝
の
従
者
か
明
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
客
O
貯
。
づ
。
ヨ
己
Φ
。
っ
皆
臥
G
⑤
ミ
昏
蔑
§
駄
穿
鷺
職
鍵
N
§
蔑
ミ
ト
§
へ
浄
織
費
コ
。
．
①
9
冒
．

　
⑩
ω
｛
．
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
表
現
は
皇
帝

　
権
と
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
の
名
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
よ
う
に
も

　
見
え
、
そ
の
限
り
で
年
代
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
治
下
に
遡
り
う
る
可
能

　
性
も
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑩
た
と
え
ば
、
＋
世
紀
の
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
ニ
世
フ
ォ
ー
カ
ス
治
下
の
ス
ト
ラ
ト
ペ

　
ダ
ル
ケ
ス
、
ペ
ト
ロ
ス
や
、
ロ
マ
ノ
ス
三
世
ア
ル
ギ
ュ
ロ
ス
（
在
位
～
〇
二
八
1

　
　
〇
三
四
）
の
メ
ガ
ス
・
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス
、
テ
オ
ク
テ
ィ
ス
ト
ス
な
ど
。

　
o
や
H
o
き
濤
。
・
ω
o
凱
置
器
ω
曽
唱
や
ω
δ
り
⊂
Q
c
o
卜
」
■

⑪
た
だ
し
、
管
見
の
限
り
で
は
一
例
だ
け
、
す
で
に
十
世
紀
に
、
爵
位
保
有
者
が

　
政
府
要
人
に
私
的
に
奉
仕
し
て
い
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。
O
．
N
騨
0
8
－
い
≦
．

　
渚
⑦
ω
ぼ
芦
謬
錯
ミ
帖
ミ
ト
§
駄
い
免
黛
劃
同
軸
p
o
」
O
o
。
一
．
で
．
ミ
O
・
の
伝
え
る
「
ニ
ケ
タ

　
ス
、
バ
ト
リ
キ
オ
ス
、
オ
ス
テ
ィ
ア
リ
オ
ス
、
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
か
つ

　
ロ
ゴ
テ
テ
　
ス
の
ト
ウ
　
ド
ロ
ム
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
テ
パ
ノ
　
ト
　
ン
　
ク
テ
　
マ
ト
　
ン

　
外
務
・
駅
逓
竜
宮
の
レ
オ
ン
の
所
　
領
　
長
　
官
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゴ
テ
テ
　
ス
サ
ト
ゥ
コ
ド
ロ
ム
ゥ

　
登
場
す
る
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
か
つ
外
務
・
駅
逓
長
官
の
レ
オ
ン
と
は
、
皇
帝
ニ
ケ
フ

　
ォ
ロ
ス
ニ
世
の
弟
で
、
穀
物
買
い
占
め
を
行
な
っ
た
あ
の
レ
オ
ン
・
フ
ォ
ー
カ
ス

　
に
他
な
ら
な
い
。
同
帝
治
下
、
皇
帝
～
門
が
私
的
利
益
の
追
求
に
走
る
傾
向
の
あ

　
つ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
ク
ロ
パ
ラ
テ
ス
、
レ
オ
ン
の
官
位
保
有
者
の

　
従
者
化
も
、
こ
う
し
た
動
き
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
≧
§
職
霞
§
二
同
み
α
．
こ
．
ピ
臥
。
罫
客
9
ぎ
コ
§
幕
9
一
〉
評
冨
。
ご
曼
甲

　
ω
讐
9
0
自
簿
四
r
℃
費
剛
。
・
レ
リ
㊤
ρ
℃
で
．
㊤
Q
◎
山
O
蒔

⑬
蒸
室
琶
≧
巨
Φ
襲
Φ
ω
も
■
り
①
．

⑭
§
へ
も
高
り
．

⑮
碑
文
の
原
テ
ク
ス
ト
を
収
録
す
る
ロ
コ
幽
瓢
．
削
。
器
霞
。
雲
～
ぜ
羅
矯
ミ
h
旨
蓬
馬

　
ミ
勘
◎
ミ
鳶
窺
　
さ
　
亀
寺
門
　
器
　
①
＝
O
遍
窪
　
q
も
竃
Q
笥
ミ
ミ
桝
ミ
q
丙
O
N
O
　
G
6
b
箱
O
ぴ
h
＜
象
ミ
q
δ
3

　
団
魯
。
℃
O
着
ジ
一
露
一
■
は
、
残
念
な
が
ら
未
入
手
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
知
見
は
、

　
次
註
⑯
の
諸
文
献
に
負
っ
て
い
る
。

⑯
H
・
バ
ル
テ
ィ
キ
ア
ン
は
、
こ
の
三
人
を
総
督
に
代
わ
っ
て
商
工
業
者
か
ら
税

　
を
集
め
る
徴
税
請
負
人
と
見
な
し
、
　
一
方
、
K
・
N
・
ユ
ズ
バ
シ
ャ
ン
は
彼
ら
を
、

　
ア
ニ
の
町
の
自
治
を
撞
う
蕊
つ
の
街
区
の
長
と
考
え
て
い
る
。
漏
．
し
口
母
島
匿
舜
。
P

　
．
．
囲
、
曾
9
冠
。
⇒
妙
じ
σ
腐
き
8
Φ
侍
量
島
ω
冨
0
3
牌
巴
Φ
号
ω
b
ほ
鋤
α
q
壇
簿
一
篇
㊦
。
。
”
〉
ゑ
曽
陣

（671）33



　
一
、
9
0
ρ
器
亀
⑦
一
戸
島
。
葺
量
諏
§
げ
露
営
島
需
　
（
一
〇
ホ
∴
0
2
）
、
．
．
沁
ミ
ミ
憂

　
簿
碁
ミ
§
“
蔦
§
畜
殺
麸
O
・
一
Φ
①
P
薯
・
卜
σ
○
。
も
。
－
卜
⊃
り
Q
。
甲
卜
∂
露
－
b
⊃
り
。
◎
一
極
．
客
緒
環
苧

　
ぴ
霧
訂
P
．
、
ピ
．
践
慧
忌
5
・
鐸
魯
。
昌
ξ
鎚
疑
一
器
2
》
「
ヨ
曾
一
Φ
窪
×
×
－
×
圏
ω
譲
9
0
ω
、
．
曽

　
　
　
　
　
　
し

　
開
き
§
翁
肉
建
周
防
繕
導
§
職
§
謹
勲
麸
一
ρ
む
お
こ
㊤
刈
《
隠
・
一
ω
り
山
。
。
ω
曽

　
一
お
山
。
。
卜
Q
一
匡
‘
．
、
瞬
順
凶
自
自
訳
畠
p
＝
“
臨
。
墨
泪
。
翔
§
島
窒
ω
聖
目
蚤
。
護
凶
×
目
℃
窃
ミ
。
－

　
篇
塾
〉
護
（
×
一
切
■
）
．
．
り
穴
§
蓬
恥
飛
切
蕊
§
ミ
§
‘
9
明
り
。
。
c
。
”
8
や
鳶
－
c
。
メ
刈
刈
－
Q
。
ら
。
．

⑰
ζ
8
冨
皿
乏
芭
①
或
Φ
ω
も
’
。
。
N
B
・
A
・
ア
ル
ト
ゥ
ノ
ヴ
ァ
は
、
こ
の
「
皇

　
帝
の
奴
隷
」
を
、
2
6
の
史
料
に
パ
ン
ク
ラ
テ
ィ
オ
ス
の
副
富
と
し
て
登
場
す
る
グ

　
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ク
リ
ア
ノ
ス
と
同
定
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
仮
説

　
の
域
に
留
ま
っ
て
い
る
。
b
ご
．
〉
．
〉
笥
δ
エ
。
。
・
g
。
㌦
．
囚
国
自
。
窟
霞
旨
窪
窪
量
〉
蓄

　
（
○
毫
繭
岳
O
霞
践
巷
0
6
門
O
唱
O
曾
V
V
切
＾
＾
質
自
O
唱
霞
V
V
ζ
嗣
簑
義
脚
〉
自
雪
當
富
）
、
．
’

　
c
曝
8
§
奏
ま
。
臼
飛
§
δ
窒
寂
内
差
口
習
貸
．
》
≧
》
哀
（
．
6
0
挿
お
Φ
メ
均
。
．
P
身
ワ

　
リ
刈
山
O
ω
「

⑱
彼
の
家
系
が
ア
ル
メ
ニ
ア
系
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〉
，
戸
函
㌣

　
葵
員
国
事
》
℃
鮎
ミ
華
箋
q
b
ら
。
§
§
g
こ
Q
8
ミ
o
O
§
N
塁
ミ
爲
。
§
ミ
。
霜
⇔
ロ
暴
窺
ミ
嵩
羅
§
訳
。
謙

　
ミ
§
蜷
§
。
う
嵩
・
蓬
器
；
麟
唱
O
鵠
＝
ロ
一
ゆ
↓
し
月
も
壱
」
二
を
参
照
。

⑲
出
§
§
貯
ミ
ミ
§
9
霧
窺
発
§
9
§
ミ
鳶
駄
さ
§
§
駄
寒
謹
急
「
．
ξ

　
〉
」
）
o
ω
ε
震
冨
P
い
碧
げ
帥
亭
窯
ぐ
。
≦
《
9
搾
甦
り
し
。
”
7
⑩
り
｛
’
皇
帝
は
、
こ
の
裏
切

　
り
行
為
に
怒
り
、
フ
ラ
ン
ゴ
プ
ロ
ス
の
首
に
大
石
を
結
び
つ
け
、
海
に
投
じ
て
溺

　
死
さ
せ
た
と
い
う
（
§
園
も
」
9
）
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
処
刑
の
仕
方
は
ビ

　
ザ
ン
ツ
で
は
例
が
な
く
、
し
か
も
こ
の
皇
帝
の
治
下
「
最
も
ひ
ど
い
罪
が
犯
さ
れ

　
た
場
合
で
す
ら
、
誰
一
人
と
し
て
聖
帝
は
生
命
を
奮
う
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
い

　
う
プ
セ
ル
ロ
ス
の
記
述
（
竃
ざ
7
器
一
℃
ω
①
崔
。
。
。
樋
件
■
囲
押
旭
．
置
O
）
と
明
ら
か
に
矛

　
尊
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
エ
ル
ヴ
ェ
は
、
こ
の
後
、
史
料
か
ら
姿
を
消
し

　
て
お
り
、
彼
が
失
脚
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

⑳
ζ
8
冨
皿
〉
［
或
①
巨
Φ
。
。
も
．
。
。
ド
ア
ニ
の
陥
落
に
つ
い
て
は
、
竃
．
O
き
霞
9

　
．
．
ピ
単
＄
ヨ
饗
σ
q
器
母
ヨ
0
巴
魯
器
儒
丁
霊
乱
雲
ω
臨
σ
q
ロ
ρ
三
α
㊦
〉
ぢ
〉
窃
一
砦
簿
一
騨

　
箕
房
Φ
匹
．
〉
謀
窪
一
〇
忠
．
．
”
沁
馬
§
ミ
翁
国
警
ミ
ミ
“
ミ
ミ
曽
ミ
勲
竈
”
N
一
㊤
9
‘
暑
．

　
b
。
ω
り
－
薫
り
．
が
、
関
連
す
る
全
て
の
史
料
を
網
羅
的
に
集
め
、
検
討
を
加
え
て
お

　
り
、
便
利
。

⑳
§
○
町
§
ミ
。
・
駄
§
§
馬
評
論
肉
論
い
舞
や
δ
。
。
’
副
官
の
処
刑
は
、
前
註
⑲

　
の
プ
セ
ル
ロ
ス
の
記
事
も
あ
り
、
疑
義
が
残
る
。

⑫
　
こ
の
人
物
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ラ
イ
デ
ス
ト
ス
穀
物
専
売
政
策
を
め

　
ぐ
っ
て
－
十
　
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
の
国
家
と
宮
垣
…
」
、
『
史
林
隔
七
〇
巻
一
号
、

　
～
九
八
七
年
、
四
四
－
七
二
頁
、
特
に
五
〇
1
六
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

㊧
　
蜜
8
筈
。
缶
切
し
u
蔓
Φ
目
ご
喝
・
も
■
さ
。
O
ら
。
・

⑳
≦
。
冨
皿
≧
邑
Φ
翼
①
ω
も
鳥
。
。
怨

（672）34

五
結
び
に
代
え
て

　
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
ド
ゥ
ー
カ
ス
。
我
々
は
、
こ
こ
ま
で
、
万
事
に
お
い
て
正
反
対
に
見
え
る
二

人
の
皇
帝
の
歩
み
を
追
い
、
彼
ら
が
思
い
通
り
の
成
果
を
あ
げ
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
退
場
し
て
い
く
様
子
を
見
届
け
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
の
二
人

の
皇
帝
の
政
権
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
不
本
意
な
結
末
を
迎
え
た
原
因
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
で
本
稿
を
締
め
く
く
る



イサキオスー世とコンスタンティノス十世の治世をめぐって（根津：）

こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
に
つ
い
て
だ
が
、
対
外
情
勢
に
次
第
に
暗
い
影
が
さ
し
は
じ
め
る
な
か
で
、
防
衛
力
整
備
と
そ
の
た
め
に
必
要
な

財
政
の
再
建
、
と
い
う
彼
の
掲
げ
た
目
標
は
、
概
ね
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
彼
が
即
位
後
、
自
ら
兵
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

率
い
て
バ
ル
カ
ン
方
面
に
遠
征
し
、
ペ
チ
ェ
ネ
グ
人
を
追
い
払
っ
た
こ
と
も
、
彼
の
権
威
を
増
大
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
問
題
だ
っ
た
の
は
、
彼
が
理
想
と
し
て
抱
い
て
い
た
皇
帝
像
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
彼
の
政
治
手
法
だ
っ
た
。
小
ア
ジ
ア
の
有

力
貴
族
家
系
の
後
窩
で
あ
る
彼
が
、
同
様
の
社
会
的
背
景
を
も
つ
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
ニ
世
フ
ォ
ー
カ
ス
で
は
な
く
、
正
統
王
朝
の
正
嫡
バ
シ
レ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ル
フ
ィ
ロ
ゲ
ン
ネ
ト
ス

オ
ス
ニ
世
を
範
と
し
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
、
大
き
な
踵
き
の
石
に
な
っ
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
ニ
世
の
よ
う
な
「
緋
産
室
生
ま
れ
」
と
し
て
の

血
統
カ
リ
ス
マ
も
、
子
飼
の
側
近
集
団
も
持
た
な
い
彼
が
、
い
た
ず
ら
に
専
制
君
主
を
気
ど
り
、
己
れ
の
権
力
の
至
高
性
を
喧
伝
し
た
結
果
、

彼
の
政
権
を
支
え
る
柱
石
と
な
る
べ
き
親
族
や
縁
者
に
は
充
分
な
権
限
が
与
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
後
景
に
留
め
ら
れ
、
ま
た
、
か
つ
て
彼
を
助
け

て
反
乱
を
戦
っ
た
盟
友
の
貴
族
た
ち
も
、
即
位
後
の
彼
の
姿
に
失
望
し
て
、
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
の
は
、
皇
帝
の

超
越
的
な
権
力
で
は
な
く
、
彼
の
絶
対
的
な
孤
独
だ
っ
た
。
彼
の
権
威
を
唯
一
支
え
て
い
た
個
人
的
威
信
が
彼
の
発
病
を
機
に
崩
れ
去
っ
た
と

き
、
も
は
や
イ
サ
キ
オ
ス
に
は
自
分
の
権
力
を
維
持
す
べ
き
方
策
は
何
ひ
と
つ
残
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
「
改

革
」
政
策
と
統
治
の
手
法
は
、
時
代
の
趨
勢
と
自
ら
の
社
会
的
出
自
を
無
視
し
て
い
た
点
で
、
無
謀
で
時
代
錯
誤
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
サ
キ
オ
ス
が
挫
折
し
て
い
く
さ
ま
を
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
は
間
近
か
ら
眺
め
て
い
た
。
彼
は
、
前
任
者
と
同
じ
轍
を

踏
ま
ぬ
よ
う
、
充
分
に
用
心
深
く
振
る
舞
っ
て
い
る
。
彼
は
、
自
分
を
支
持
す
る
勢
力
の
利
益
を
重
ん
じ
、
彼
ら
に
爵
位
を
分
配
し
た
り
、

様
々
な
利
権
を
伴
う
官
職
を
分
与
し
た
り
し
て
、
彼
ら
の
自
尊
心
を
く
す
ぐ
っ
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
帝
位
の
世
襲
化
、
ド
ゥ
ー
カ
ス
王
朝
の
樹
立
を
目
指
し
て
、
当
初
は
慎
重
に
、
そ
し
て
最
後
に
は
な
り
ふ
り
構
わ
ず
、

次
々
に
手
を
打
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
〔
十
分
〕
は
、
家
門
を
自
分
の
政
権
の
基
盤
に
据
え
よ
う
と
し
た

35 （673）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

点
に
お
い
て
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
の
先
駆
者
だ
っ
た
」
と
い
う
P
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
評
雪
は
、
正
鵠
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
彼
の
犯
し
た
過
ち
は
、
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
へ
の
権
力
の
集
中
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
他
の
家
門
の
成
員
が
婚
姻
関
係
を
通
じ
て
彼
の
一
門
に

入
り
込
み
、
主
導
権
を
奪
う
の
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
の
そ
う
し
た
不
安
感
は
、
死
を
前
に
し
て
、
皇
后
エ
ウ
ド
キ
ア
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

再
婚
を
禁
じ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
女
の
従
兄
弟
や
縁
者
に
政
府
の
実
権
を
譲
っ
た
り
せ
ぬ
よ
う
約
束
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
は
っ
き
り
と

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
限
り
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
思
考
法
は
旧
来
の
皇
帝
専
制
の
理
念
か
ら
脱
し
き
れ
て
は

い
な
か
っ
た
。
要
は
、
権
力
を
独
占
す
る
の
が
唯
ひ
と
り
の
皇
帝
か
ら
、
ド
ゥ
二
心
ス
家
と
い
う
家
共
同
体
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
だ
け
な
の
で

あ
る
。
こ
の
点
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
政
権
の
限
界
で
あ
り
、
後
の
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
が
潜
在
的
な
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
家
門
を
次
々
と
婚
姻
関

係
を
通
じ
て
政
権
内
に
吸
収
し
、
権
力
基
盤
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
保
守
性
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
。

　
こ
う
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
の
遺
訓
は
結
果
と
し
て
皇
后
エ
ウ
ド
キ
ア
の
摂
政
政
府
の
権
力
基
盤
を
、
お
の
ず
と
ド
ゥ
ー
カ
ス
家

の
枠
の
中
だ
け
に
狭
め
る
こ
と
に
な
り
、
ト
ル
コ
人
の
小
ア
ジ
ア
侵
攻
の
よ
う
な
、
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
単
独
で
は
到
底
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
重

大
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
き
、
同
政
権
を
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
政
府
を
主
導
し
て
い
た
カ
イ
サ
ル
の
ヨ
ハ

ネ
ス
を
初
め
ド
ゥ
ー
カ
ス
家
の
成
員
は
、
政
界
の
駆
け
引
き
に
は
長
じ
て
い
て
も
、
自
ら
の
個
人
的
威
信
の
下
に
国
家
の
求
心
力
を
高
め
、
危

機
に
立
ち
向
か
っ
て
い
け
る
だ
け
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
欠
け
た
こ
と
も
、
状
況
の
悪
化
に
拍
車
を
か
け
た
。
結
局
、
摂
政
政
府
は
政
権
の
間

口
を
広
げ
、
婚
姻
を
通
じ
て
有
力
な
軍
事
貴
族
の
ひ
と
り
を
政
権
内
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
事
態
の
打
開
を
図
っ
た
。
こ
う
し
た
打
開
策
は
、

今
後
、
さ
ら
に
危
機
が
深
刻
に
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
が
進
む
べ
き
道
筋
を
予
告
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
有
力
貴
族
が

私
的
紐
帯
で
結
び
つ
い
た
貴
族
連
合
政
権
。
だ
が
、
そ
れ
に
到
る
道
の
り
は
今
よ
う
や
く
第
｝
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
イ
サ
キ

オ
ス
一
世
に
劣
ら
ぬ
強
靱
な
精
神
力
と
卓
越
し
た
統
率
力
を
も
っ
た
皇
帝
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
十
世
以
上
に
有
力
貴
族
た
ち
の
利
害
を

重
ん
じ
、
彼
ら
の
支
持
と
協
力
の
も
と
に
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
再
建
に
乗
り
出
す
の
は
、
一
〇
八
一
年
、
イ
サ
キ
オ
ス
帝
の
甥
、
そ
し
て
カ
イ
サ
ル
、

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
孫
娘
を
妻
に
し
た
ア
レ
ク
シ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
登
場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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On　the　Reigns　of　lsaakios　1　Komnenos

　　　　　and　Konstanimos　X　Doukas

by

Nezu　Yukio

The　reigns　of　lsaakios　1　Komnenos（1057－1059）and　Konstant血os　X　Do～血as

（1059－1067）　who　occupied　the　Byzantirie　throne　consecutively　in　the　11th　century

contrast　each　other　strongly．　The　former　was　a　typical　soldier－emperor　who

strengthened　the　military　and　carried　out　a　policy　of　retrenchment，　while　the　latter

devoted　himseif　to　civit　aifairs　and　generously　distributed　public　wealth　among　his

supporters．

　　The　aim　of　this　paper　is　to　demonstrate　that　the　di£ference　between　their　styles

of　govemment　were　a　result　of　the　character　of　the　political　matters　on　which

they　concentrated　and　to　seek　out　the　cause　of　their　failure．

　　As　a　result　of　our　examination，　we　reached　to　following　conclusions．

Isaakios　1　Komnenos，　who　came　from　a　powe血1　Anatolian　aristocratic　family，

faded　to　take　the　interests　of　his　fellow　aristocrats　into　consideration．　And　his

effort　to　create　a　strong　Byzantine　state　and　to　establish　absoiute　imperial　power

resulted　in　his　general　isolation　and　f血a皿y　co田peHed　h㎞to　abdicate．

　　Konstantinos　X　Doukas，　on　the　other　hand，　respected　the　aristocrats’　interests

and　tried　hard　to　establish　his　dynasty．　The　adoption　of　this　policy，　however，

caused　him　to　lose　control　over　powe血l　aristocrats，　making　it　more　d迂丘cult　than

ever　to　govem　the　empire．　Thus，　amidst　growing　military　crisis，　his　plans　to　yield

the　throne　to　his　son　and　to　establish　the　Doukas　dynasty　came　to　end　in　fadure．
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